
35 

フランスの新「農業の方向づけの法律」と

農業構造政策の再編
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5 むすびにかえて

1.はじめに

1) フランスの農業と農業構造政策

フランスは， 西ヨーロッパ随一の農業大国である。食料自給率は， 1988-

89年の穀物自給率で 220%を超え，農産物および加工食料品の輸出国として

の地位は，世界でも第2位という位置にランクされる(フランス自身の評価)。

最新の 1988年の農業センサスによる農業経営の平均規模は， 28.1 haで， 1955 

年のそれ 04.2ha)に比べて倍増している。もともと農業国としての自然的

条件に恵まれていたことに加えて，過去 30年間に実現された農業生産力と労

働生産性の著しい発展が， フランス農業のこのような地歩を確立させたのであ

るO

しかも，看過してならないことは，その農業生産を支える農業経営のほとん
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どが， わが国の場合と同様に家族経営であることである。 1970年にはなお 33

万 5，000人いた恒常的な農業労働者の数は，一貫して減少を続けて 1988年に

は15万 6，000人となり，農業労働者を有する経営の数も， 70年の 19万経営か

ら88年の 7万経営に減少した。同じ期間に農業経営の総数も， 70年の 158万

8，000経営から 88年の 101万 7，000経営に減少している (36%誠)が，農業労

働者を有する経常の比率は， 12.0%から 6.9%に低下している (1)。もともと

フランスには，伝統的に，家族農業経営に対するきわめて強い精神的執着が存

在してきたが，そのような“家族経営によるフランス農業"という性格は，客

観的にも，近年においてむしろ一層強まってきているのである。機械化その他

による経営の近代化の進展がそれを可能ならしめたことは，いうまでもない。

このようなフランス農業とそれを支える家族農業経営の近代的発展を基礎づ

けた要因については， もちろん正確に論じれば，さまざまな多くのことがらに

言及しなければならないが，政策レベルの問題に限ってみると，次の 2つのも

のがきわめて重要な役割を果たしたことは間違いがない。ひとつは， ECの共

通農業政策による多様な農産物の手厚い価格支持政策であり(輸出補助政策を

含む)， いまひとつは，本稿で取り上げようとする農業構造政策(以下， 単に

構造政策と呼ぶ)の強力な推進である。 EC諸国の場合には，農産物の価格・

市場政策は， ECとしての共通の意思決定で定められ， ECの固有の財政に

よってまかなわれるが，構造政策の領域においては， ECレベルではその基本

的な方向とそれに則った各国の関係施策に対する資金援助借置が定められるだ

けで，具体的にどのような施策を立案・実施するかは，各国の広範な裁量に委

ねられていた。フランスは，今日にいたるまで，それをきわめて体系的かっ精

力的に展開してきたのである。

2) 構造政策の沿革と展開過程

① すなわち，フランスでは，周知のように 1960年と 62年に，構造政策推

進の基本立法となる 2つの大きな法律 60年 8月5日の「農業の方向づけ

の法律J(Ioi d'orientation agricole)第808号(以下， 1960年法と呼ぶ)と

それを補完する 62年 8月8日の法律第 933号(以下， 1962年補完法と呼ぶ)
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一ーが制定され， そのとき以降，老齢農業者の離農促進による規模拡大と経営

の近代化を目的とした本格的な構造政策が強力に推進されてきた。 このうち

1960年法は， ときに 「農業基本法」 と訳されていることもあるが， それをわ

が国の農業基本法のイメージで捉えることは正確でない。 というのは， 同法は，

一方で， "競争力のある存続可能な (viable)家族農業経営の育成" という政

策目標を明確に設定すると同時に， 他方では， 62年の補完法ともあいまって，

その目標達成のために必要なさまざまな介入諸手段を具体的に創設・整備した

ものであったからである。

たとえば， 自作地有償移動への公的介入のための SAFER(土地整備農事創

設会社)，離農促進のための IVD(離農終身補償金)，経営規模の変動をコン

トロールするための経営の兼併・併合の規制， 70年代の半ば以降に新たな注

目を集める GAEC(共同経営農業集団)などの諸制度の基本的枠組は， この

両法律によって整えられた。 これらの法律で企図された構造政策を本格的かっ

強力に推進するためには，農地の所有と経営に対する，従来にはなかった新し

い性格の公的介入が不可避的に要請されたが， まさにその要請に具体的に応え

るために「方向づけの法律」という立法手法が採用されたのである。

フランスにおけるこの法形式は，現行都市計画制度の基本的骨格を確定した

「土地利用の方向づけの法律J(loi d'orientation fonc注目.1967年)にもみら

れるように，特別の重要性を認められる政策課題について当該政策の理念・目

標と全体としての政策体系を法律上で明確に提示しその公共性を確保したうえ

で，同時にその法律自体のなかでその目標の達成に必要な公的介入の諸制度の

基幹的内容を確定するという，特殊な意義と役割を担わされている。農業構造

政策は， まさにそのような立法措置を必要とする政策課題であると考えられた

わけであるは)。その後に引き続いて行なわれた農事賃貸借制度の一連の改

正・整備も， やはり，新たな政策目標に即した，農地の所有と経営に対する規

制措置の整備・強化という意味をもっていたは)。さきにみた家族農業経営の

平均規模の大幅な拡大や生産力の顕著な発展は， そのような制度的基礎のうえ

で行なわれた政策推進の具体的成果にほかならなL、。
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もちろん，その後今日までの構造政策の展開過程を振り返ってみると，政策

の方向づけの具体的な目標や内容に関しては，いくつかの段階的な変化があっ

たことをみてとれる。ごく大まかにいえば，次のような二つの画期があったよ

うに思われる O

② まず. 1970年代の半ば頃から，石油危機後の経済混乱のもとで農業と

農村内部にもさまざまな新しい問題状況が顕在化し，従来の構造政策の五向に

一定の修正が加えられはじめた。詳細はのちに述べるが，新しい問題状況の主

要なものとしては，付)いわば“構造政策の成果"としての農業人口の減少によ

る過疎化の発生. (ロ)青年の農外‘流出による後継者不足問題の登場，付都市化の

影響も加わった農地価格の上昇による農業者，とりわけ新たに自立しようとす

る青年農業者にとっての土地負担の増大(その意味は後述する). 仲山岳地帯

をはじめとする条件の不利な地域での地域格差問題の顕在化，などがあげられ

るo 72.73年頃から登場し. 70年代の半ば以降に本格化した青年農業者の自立

促進・助成政策や山岳地域の農業経営に対する特別の援助政策が，まさにこれ

らの問題に対処するためのものであったことは容易にみてとれよう O そして，

このような構造政策の一定の見直し・修正の動きは，さきの 1960年法に追加

する形で 1980年に新たに制定された新「農業の方向づけの法律J(同年7月4

日の法律第502号。以下. 1980年法と呼ぶ) において集大成されることにな

る。

そこでは，従来からの，競争力のある近代的な家族農業経営の育成という基

本目標は維持しつつも，上記のような新しい問題状況への全体的な対処を意図

して，青年農業者の目立を助長して農村により多数の農業経営を維持すること

が，いまひとつの最重要な政策課題として大きくクローズアップされた。ここ

で「自立JCinstallation) というのは，単なる就農ではなく. <<農業に就農し

た後継者その他の青年が，目前の経営地と経営資本を取得して，実態上および

法制度上で一人前の農業経営主となること》を意味する。一般に青年農業者の

自立は婚姻後になされることが通常であるので，その数がふえればふえるだけ，

家族農業経営の数が増加するわけであるは)。フランスでは，伝統的に都市と
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農村の灰分が明確で，農業者の兼業機会もわが国ほど多くないので，農村人口

を安定させ国全体の均衡のとれた発展を図るためには，山岳地域その他の条件

の不利な地域をも含めた農村部に一定数以上の家族農業経営を維持することが

不可欠の要請となるのである。 そして 80年代の前半には， こうして定められ

た新たな}j向づけに即した構造政策の推進に向けて，関係諸制度の広範な再整

備が進められた。

③ しかし， その政策の再編・再整備の動きは， ほぼ 1985年頃を境に，再

び一定の見直しと修正を余儀なくされたようにみえる。その背景，要因として

は，ひとつには， 80年代の前半から EC共通農業政策の改革の動きが本格化

し， 85年には， ECレベルの共通の構造政策のあり方についても新しL、h下口]づ
けが打ち出されたことをあげられよう。その内容は，一言でいえば，従来の価

格支持・市場政策をより抑制的なものに切り替えていく一方で，新しい価格水

準や生産調整措置に耐えきれない農業地域や家族農業経営に対しては，むしろ

構造政策の領域で別の形の社会的な援助措置を強めていこうとするものである。

ECレベルでのそのような政策が進展していくのに伴い， フランスの構造政策

も，それに適応したものに再編していくことを要請されたのであるは)。

他方， いまひとつのより重要な背景， 要因としては， 80年代に入って顕在

化してきたフランス国内の農業情勢の変化がある。主要な点としては，以下の

ようなものをあげられよう。まず， (イ)ECの価格・市場政策の厳格化ともあい

まって農業所得の伸び率が鈍化し，農地価格の低下や経営困難に陥る農業者の

増加などの問題が新たに発生した。そのもとで， (司自立しようとする青年農業

者(後継者その他)の数は， 80年代の半ば以降明らかな減少傾向を示し，その

反面で，農業人口の加速的な老齢化が進行した。また，け農業をとりまく諸条

件の地域格差は縮小するどころかむしろ拡大し，右の(イ)や(同の問題も，中山間

地域その他の条件の悪い地域においていっそう顕著に現われた。しかも加えて，

Lニ)85年末以降には， 1992年を目途とする EC統合市場の形成の方向がしだい

に確実になり，その統合市場のもとで生き残れるフランス農業と農業経営をい

かに維持・確保していくかという新たな問題も提起されることになる。
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このような農業情勢の推移は， 1980年法の制定当時には必ずしも予想され

ていなかったことであった。それらが総じて，将来の農業の担い手確保の見通

しに関する深刻な危倶をあらためて提起したことは容易に理解できょう。その

結果， ECレベルの社会構造政策の流れに悼さしながら， フランス園内でも，

80年法以来の構造政策の展開五向をもう一度見直し，新しい諸情勢に適応し

たその推進体制を再整備しようとする動きが登場してきたのである。 80年法

で重視された青年農業者の自立促進・助成政策や山岳および条件不利地域の特

別援助政策のいっそうの充実・強化が引き続き求められたことはいうまでもな

いが，その他の広範な領域についても各般の関係施策と制度の見直し・再整備

の作業が行なわれ，個別諸法令の改正や制定が漸次的に進められてきた。そし

て， 1988年末には， 新しい経済的， 社会的環境への構造政策全体の適応の促

進を恵図した「農業経営の経済的，社会的環境への適応に関する法律」という

大きな法律(同年 12月30E:Iの法律第 1202号。以下， 1988年法ないし「農業

経営適応法」と呼ぶ)が制定され，その内容はさらに， 1990年 1月23日の

「それを補完する法律J(第 85号。以下， 1990年補完法または 1990年法と呼

ぶ)によって大幅に拡充されている(6)。これらの法律を通じてフランスでは，

現在類似の作業が進行中のわが国よりひと足もふた足もさきに，その膨大な構

造政策の体系全体の見直し・再編と関係諸制度の改善・再整備が着実に進めら

れてきているのである。

3) 本稿の課題

こうしてみると，フランスで先行している構造政策の再編・再整備の動向の

内容や特徴を検討することは，今後のわが国における農政見直しの作業にとっ

ても，相当に有意義な，示唆的意味をもっ研究作業であることがわかる。とく

に 詳細は省略するが そこで追求されている諸課題と政策再編の方向に

は，農業牛.産性や食料自給率の違い等をさしあたり捨象すれば，今日のわが国

農業と農政が抱えている諸問題ともかなりの程度まで共通する要素が少なから

ず含まれていることを知れば，それはなおさらのこととなろう O たとえば，今

Hのきわめて困難な諸条件のもとで家族農業経営による農業をいかに維持・発
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展させていくかという問題ひとつをとっても，そのためにフランスで行なわれ

てきたさまざまな政策的努力は，わが国でも十分に吟味・検討されてよい内容

を含んでいる。

ただし 1970年代の後半以降今日までの構造政策の展開過程を本稿だけで

全体的としてフォローし検討することは，許容される紙幅との関係からいって

も， もとより困難である O そこで，本稿では，現段階の政策再編の前提となっ

ている 80年代前半までの政策体系と関係諸制度の内容および特徴を，主要に

は農地保有・流動化政策の展開方向に着目しながら分析・考察することに課題

を限定し 85年頃からの新たな政策再編の動向の分析・考察は，思IJ稿におい

てとり行うこととした(以下. I別稿」と呼ぶ)(7)。その意味では， これら 2

つの論文は，本来一体のものを二つに分けて発表したものであるので(両論文

の序説的部分に一部重複があるのも， そのことに由来する). 本稿もそのよう

なものとして読まれることを期待する。

注(1) Ministere deJ'Agriculture et de la Foret. Graph Agari 90. 1990. PP. 7 et 27. 

(21 I農業の方向づけの法律」のそのような意義と性格については， 稲本洋之助=原田純

孝=吉田克巳「フランスの政策基本法Jcr法律時報J45巻 7号. 1973年) 92長以下

(原田執筆部分)でつとに論じたことがある。

(31 その詳細は，原田純孝「戦後フランスにおける農地賃貸借制度JCW'農業法研究J8号，

1972年)85頁以下参照。

(41 もちろん，その青年農業者が既存の経営の後継者であるときには. (イ)前経営主たる父

の引退をまって，その経営を承継して自立するという場合と，同父の経営(またはその

他の経営)で何年か就農したのちに，父の引退を待つことなく自己の独自の経営地を取

得して自立するという場合(これは，婚姻後数年内のことが多い)との双方があるが，

今日では，次第に(ロ)のパターンのほうが一般化してきている。最近のフランスで「青年

農業者自立助成金J=DJA C後述 88頁参照)の交付を受けて自立した青年の平均年令

が26-27才前後となっていることも，そのことを示すものであろう。なお，青年農業

者の自立の実態の詳細は，後出注目の拙稿を参照されたい。また，最近における自立

時の平均年令その他の特徴については，後出注 7の拙稿425頁以下。

(51 ECにおける構造政策の再編の動向とその内容の詳細は，原因純孝 IEC農政の転換

と農業社会構造政策の展開一一農業の多面的価値づけと新しい政策論理の形成を中心と

して一一J(11 CW'社会科学研究J43巻6号. 1992年3月).および，その下敷となった，

同 IECおよびフランスにおける農業・農用地の多面的利用方策の現況JCW'平成2年度

農林水産省委託調査 農地の多面的利用の手法開発に関する調査報告書[海外調査部
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会編・その IIJJ，全国農地保有合理化協会， 1991年3月)を参照されたい。

(6) このうち 1988年法については，原田純孝「フランスの構造政策立法の新動向.J(農林

水産省構造改善局農政部農政課， 1990年 3月o 全条文の訳出と逐条解説がある)， また，

1990年補完法とあわせたその全体像の概観としては，同「フランスの農業構造政策の

再編成J(日仏法学会 m仏法学.117号，有斐閣， 1991年 3月)， r邑arフランスの構造

政策の再編と農地政策.1(農林水産省構造改善局農政部農政課， 1992年 3月。 1990年補

完法の翻訳と解説)があるほか，より詳細かっ全体的な分析・研究として，後出注7の

拙稿参照。

(7) 原田純孝「フランスの構造政策の再編と農地保有・流動化政策の方向J(島本富夫・

用畑保編「転換期における土地問題と農地政策.1， 農業総合研究所， 1992年 3月) 405 
貞以下。

2. 1980年法の自的と新しい方向づけ

まず最初に. 1980年法(新「農業の方向づけの法律j)で再編された構造政

策の基本的な目標と方向づけの内容をひとわたり概観しておこう。その基本的

特徴の要点は，部分的にはさきにもふれたが，第 3節以下における個別の諸制

度の具体的な考察のためには，その正確な内容をより全体的な形で把握してお

くことがどうしても必要になるからである。

1977年 12月に行なわれたジスカアル・デスタン大統領の演説(農業政策を

見直し，新しい方向づけの法律を制定すべきことを公約)から 2年半をかけて

制定された 1980年法は，全83カ条に及ぶ膨大な法律で， I第 1章 農業政策

の}j向づけj，I第 2章経済規定j. I第 3章社会規定j，I第 4章土地規

定j，I第5章農事整備j，I第6章雑則」の 6章からなっている。 1960年

以降 20年間のフランス農業の発展と変容を踏まえて(8)今後 20年を見通した

農業政策の新たな目標を設定し，その目標の実現に向けて，経済・社会・土

地・農事整備の多様な側面から 1960年法をはじめとする関連の諸法律に大幅

な改善・整備を加えることが，同法制定の基本的目的であった。

その新しい方向づけの目標は， 一言でいえば， Iフランスの農業と農産品加

工業を新しい発展段階に到達させj，I次の 20年の聞にフランス農業をして国

民経済のダイナミックで近代的な一部門たらしめることj(提案理由)であり，
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成立した法律の第 1条では，①「経済的および人口的均衡の維持のための基本

的な部門としての農業の発展j，② 1960年法の定める他産業部門との「均衡」

(parite) という目的に従った「農業者の所得と生活条件の改善j，③競争力と

輸出能力の増大・強化，④「農村人口を安定化させるために青年農業者の目立

を助長し， 雇用の均衡と国土の調和のとれた整備の実現に寄与することj，⑤ 

国際的な食料援助への貢献，の 5点に具体化されている。

このうち，①，②，③(および⑤)の点に託された，一個の有力な輸出産業

部門としての農業の近代的発展という目標については，さほどの説明を要しま

い。そこには，過去 20年の発展の成果(前出注8参照)を引き継いで今後 20

年間の構造政策の目標をさらに一段高いところに引き上げようとする，極めて

積極的な意欲が表明されている O 提案理由が掲げた 3つの柱のうちの第 1の柱

に付された「制覇的農業J(une agriculture de conquをte) という表題は，そ

の意欲を象徴するものであった(日)。しかも，そのような農業の発展や他産業

部門との均衡は， あくまで， Iフランス農業の基礎をなす個人責任による家族

経営 (exploitationfamiliale a responsabilite personnelle)に，経営の付加

価値の増大に不司欠な技術的および経済的能力を獲得させることによって」な

しとげられなければならない(前記第1条の②の項中の文言)0I農業政策の大

望は，競争力のある家族経常をできる限り数多く維持し育成すること」であ

り，それは， I農業政策の不変の与件(donneespermanenteslJのlつをなし

ているからである(提案理由)。

それに対して，④の点ならびに，①の点に含まれた「経済的および人口的均

衡の維持」という目標は，それまでの農業の発展がいま一方において，解決さ

れるべき新しい問題を惹起したことに対応していた。具体的には，諸地域の発

展のリズムが極めて不均等であるうえ，農村部の農業人口が，非農業的諸活動

の展開によって補われないまま減少し続けていることがそれであり(提案理

由)， その問題をも視野に入れた包括的な対応策として， 上記④にある青年農

業者の目立助成政策の強化が打ち出されたのである。同法においてこの政策が

いかに重視されていたかは，提案理由がその第2の住に「青年の自立を優先す
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る土地政策」という表題を付したうえ，その冒頭で次のように述べているとこ

ろから，容易にみてとることができる。すなわち， Iフランスが，来たるべき

将来において，近代的で競争力のある家族経営に基礎をおいた農業を望み，生

産力の増大を望み，国土に十分な数の農民家族が存在することによる農村人口

の安定を望むならば，生存可能な土地構造と経済的条件のもとで青年農業者の

目立の数を大きく増大させることが不可欠なのであるん

もちろん，この自立助成政策は，単に右の問題に対処するだけでなく，上述

のより基本的な目標を達成するためにも必要なものであった。「一個の省力な

輸出産業部門としての農業の近代的発展」を実現するためには， 十分な技術

的・職業的能力と活力をもった若い農業者をできるだけ数多く確保することが

どうしても必要だからである。しかし，その政策が同時に，農業の順調な発展

を容易には期待しがたい地域や農業人口の減少に悩む地域にとってはまさに特

殊な重要性をもっ政策として位置づけられていたことは，疑いの余地がなL、。

そのことは，さきに触れた提案理由の第2の柱の内容をみるだけでも明らかで

あろう。すなわち， そこでは， I青年の自立を優先する土地政策」の具体的内

容として，第 1に，自立または投資する青年農業者への援助施策の強化と老齢

農業者の離農の加速化(IVD=離農終身補償金の改革)， 第 2に， 青年農業者

の土地負担を軽減するための賃貸借の推進，農地価格の上昇の抑制，農家相続

制度の改革，第 3に，農村地域の均衡のとれた経済的発展とそのための土地利

用のあり方に配慮した農村整備政策 (politiqued'am色nagementruraJ)の強

化，そして第4に，地理的なハンディキャップをもっ山岳地域や条件不利地域

(zones d在favorisees) を対象とする積極的かっ多面的な支援施策の展開， が

掲げられているのである。このうちのとくに第 3および第4の点が，それらの

諸地域における農業経営と農村人口の維持，そのための各種経済活動の活性化，

それを通じる雇用・兼業機会の創出等を狙いとするものであることは，あえて

いうまでもあるまい(0)。

要するに，以上から， 1980年法で打ち出された新しい政策の方向づけの特

徴点をまとめると，一方で， (イ)新しい社会経済的条件下でのフランス農業の近
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代的発展という基本線をあくまで追求しつつも，他方では， (司既存経営の規模

拡大にも増して青年農業者の目立の促進を重視すること，村地域の実情に応じ

たその助成政策の推進を lつの重要な挺子として農業内部により多数の家族経

営を維持することにより農村社会の過疎化・老齢化からの脱却を図ること，そ

して総じて，伺他の関係諸施策の展開ともあわせて農村と都市とのより均衡の

とれた整備・発展を図ること，などをあげることができる。実際，このような

(ロ，)~同の方向の政策展開は，石油危機後の経済不況に伴う都市部での青年の失

業問題の深刻化への対処という点からも，また要請されていたものであった。

提案理由の第 3の柱で説明された「社会規定」の改正も，そうして農業にとど

まる農業者家族のために「社会的保護J(protection sociale)の水準をより号|

き上げていくことを主たる目的としたもの，と位置づけることができる(Ilh

そこで以下では，以上の考察を踏まえたうえで， 1980年法で新たに整備さ

れた主要な制度の内容を，それに関連する 80年代前半の関係諸制度の展開と

あわせて，順次考察していくことにする(12)。

注(8) このうち「発展」の側面については， 同法の提案理由は， その冒頭において， 1959 
年から 1977年の聞に生産量は 70%以上増大し，食料農産品の輸出量は 5倍にふえ(輸

入量は 2倍増)，その結果フランスは伝統的な農産物輸入国から世界で第 2ないし第 3

位の輸出国になるに至ったこと，農業の労働生産性は他部門のそれを上まわる勢いで向

上し， 1人の農業者が養う人間の数は 1950年の 7人に対して，今日ではあ人となって

いること，などを誇らかに確認している。他方の「変容」の側面のほうは，のちの本文

で述べる通りである。

(9) この目標にそった具体的な施策としては，圏内・圏外の市場の動向に対応した生産の

方向づけ，生産者の経済的組織化政策の強化，石油危機後の生産資財の価格上昇等に対

処するための生産コストの削減，付加価値を増大させる農産食料品加工業の発展の助長

などがあげられている。

11日 提案理由が第 l条に付したコメン卜中の以下の説明も，それを確認させるものであろ

うO すなわち， I農村人口は，安定化させなければならない。それは，具体的には，青

年農業者の自立の数を増大させること，ならびに，公共投資政策，農産食料品加工業の

導入政策，活動区域の設定促進政策などにより農村区域の開発・発展を促進させること

を通じて，過去 100年以来の農業および農村人口の流出傾向を停止させることである

(政府が最近創設した， 3億フランを超える農村開発・整備基金の目的は， そのような

公共投資を行なうことにある)J。

また，成立した法律の第2条は，第 1条の定める方向づけを実現するために必要な諸
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施策を 6項目に分けて具体的に提示しているが，その第4では地域の実情に応じた土地

政策，第5では山岳地域および条件不利地域等の特別の援助政策，第6では農村の総合

的な経済発展に寄与する農村整備政策のあり方が，かなり詳細にパラフレイズされてい

る。

(11) フランスでは，狭義の「社会保障JCsecurite socia1e) という言葉は，社会保険と家

族給付とからなる比較的限定された概念として用いられ，これに公的扶助，社会福祉，

住宅福祉，戦争犠牲者援護なども加えた広義の社会保障を示す総括的な用語として，本

文にある「社会的保護J(protection socia1e)という言葉が用いられる。

なお，その関係の改正事項のなかでは，夫(農業経営主〉とともに経営労働に参加す

る妻の地位の改善という問題がすでに明確な政策課題の 1っとして取りあげられていた。

この問題は 80年代の後半には，構造政策のあり方全体にかかわる問題として大きくク

ローズアップされてくる。この問題の詳細については，前出注 7の別稿のほか，原因純

孝「フランスの家族農業経営と女性 農業構造政策の展開動向を踏まえてJ(農村女

性問題研究会編『むらを動かす女性たち.1.家の光協会. 1992年4月)230頁以下参照。

(12¥ なお，以下の考察の前提となる 1970年代までの主要な制度の概要と邦文の参考文献

に関しては， さしあたり，原田純孝「フランスの農地制度Jcr不動産研究.122巻2号，

1980年)20頁以下が参考になる。

3.土地問題への対処と土地関係規定

まず，広い意味での農地政策にかかわる諸制度を取りあげよう。具体的には，

提 案理由の第 2の柱中の第 1. 第 2の目的に関する諸施策・諸制度がそれであ

り，その関係諸規定は，同法第4章の「土地規定J(全48カ条)のなかにまと

められている (3)。関係条文の数の多さ(全体の半分以上)からもみてとれるよ

うに，同法自体による具体的な制度改正の最も重要な部分をなすといってよい。

法律案の提出にあたって政府が作成したきわめて簡潔な要旨によれば，その

要点は，①生産費の基本的要素である地価の抑制，②自立する農業者の土地負

担を軽減するための相続メカニズムの改善，③経営規模の変動規制制度の改善，

④青年農業者を最大限目立させるための老齢農業者の引退の促進，の 4つであ

るが，以下では，まず最初に，それらの諸施策(とくに①と②)を必要ならし

めた土地問題の動向と特徴を考察し，そのうえで個別の制度を順次検討してい

くことにする。
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(1) 地価問題の登場とその性格 (14)

フランスの農地価絡は， 1960年代にも持続的な上昇を続けていたが，早く

から土地・地価問題の解決が重要な政策課題として打ち出された都市部の場合

とは異なって， 少なくとも 70年代の初め頃までは， 農用地を対象とする固有

の地価対策の必要性はさほど強く意識されていなかった。しかし， 70年代に

入るとともに，全国的な都市化の進行に伴う急激な地価上昇が農村部にも波及

し “農業における地価問題"が本格的に登場してくる。 SAFERに集まる土

地情報に基づくフランス農業省の統計によれば， 1970年には全国平均で 1ha 

当たり 7，900フランであった農地の取引価格は， 1979年には 20，200フランに

まで上昇し， 逆に， 耕作目的での農地の有償移動面積は， 1970年代初頭の年

間30万ha以上という水準から 1978.79年の年間 24万haの水準に減少していた。

この事態が，農業経営の土地負担を不当に増大させ，青年農業者の目立を妨げ，

経営構造の改善や経営の近代化にとっての大きな障害を作り出すものと捉えら

れ，“地価上昇それ自体の抑制"という政策課題が農地政策の一環として本格

的に打ち出されることになる。

ただし，こうして登場してきた“農業における地価問題"の内容やそれが問

題とされるされ方は，けっしてわが国の場合と同一ではなかった。この点は，

フランスの農地政策の特徴やのちに述べる関係諸制度の意義を理解するうえで

不可欠の前提となるべきことがらであるので，いま少し立ち入ってみておくこ

とにしよう。

① まず第 1に， 10年間で 2.5倍という上記のような地価上昇も，貨幣価値

の下落を考慮した実質上昇率では 10年間で約 19%程度のものでしかなく，そ

の絶対的な水準も，たとえば 1ha当たりの平均的な農業粗収益に比べて決定的

に高い水準にあるわけではない(15)。また，農地の転用価格も， たとえば1977年

の全国平均でみれば， 同年の農地取引全体の平均価格の約 3.5倍くらいのもの

であり，この比率は， 1970年代の初めに比べてとくに顕著な変化を示してい

なL、。ただ，農地価格の上昇率と経営粗収入の伸び率とを比べると，両者の関

係には 70年代の前半と後半とで明確な変化が生じていた。すなわち， 70年代
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の初めまでは，農地価格はなお 1ha当たり経営粗収入の伸び率に比例する形で

上昇していたが， 1973年以降には，経営組収入の伸び率が石油危機の影響を

受けて鈍化したにもかかわらず農地価格は従来にも増した速度で上昇を続けた

ため，両者の聞に明確な恭離が生じ， しかも，それが年とともに拡大する傾向

がはっきりと現われていた。 1980年法の立案者が看過しがたい問題として認

識した“地価問題"は，とくにこの最後の点にかかわっていたのである (6)。

このように，農地価格が今まさに農業収益の採算を上まわる形で上昇しはじ

めたこと自体(しかも，農業収益価格との草離はまだそれほど大きなものでは

ない)が農地政策遂行上の大きな問題として意識され，それに対する具体的な

対応措置の導入が重要な政策課題の 1っとして打ち出されたということはここ

で十分注目しておくに値する点であろう。このことは，フランスの農地政策ひ

いては構造政策とわが国のそれとの聞にかなり大きなスタンスの違いがあるこ

とを示唆しているからである (17)。

② 第2に， “農地価格の上昇"が問題とされるされ方も， やはりわが国の

場合とは異なっている。農地価格の上昇は， ((それが農地の資産保有的性格を

強めて農地の流動化を阻害するから》というよりもむしろ， ((それは農業経営

にとっての土地負担を増大させ，その結果として，経営構造の改善や経常近代

化のための生産的資本投下の可能性をそれだけ制約するから》批判の対象とな

るのである。このような，農業における経営資本と非生産的な土地負担との聞

に存在する本来的な矛盾は， フランスでは地価問題がクローズアップされる以

前からつとに問題とされ，土地負担の軽減に向けたさまざまな政策的努力が展

開されてきた(8)が， その問題が，上述のような地価上昇を媒介としてより鋭く

認識されるようになったのだといってもよL、。そして，このことが具体的に最

も強く意識されたのは，青年農業者の目立の促進と，それと密接に関連する家

族農業経営の世代的承継一ーすなわち農業資産の相続一一ーをめぐってであった。

すなわち，最重要な政策目標の 1つとされた，できるだけ多数の青年農業者

の自立の促進を図るためには，農業を職業として選択し，一人前の農業経営主

になろうとする青年に自己名義の固有の経営地を取得させなければならない
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(前述42頁および注 4参照)。しかし，収益採算価格をしだいに大きく上ま

わっていくような農地価格の上昇が今後も持続するとすれば，それは，第 1に，

限られた資本額中の非生産的資本投下の割合を増大させることによって，また

第2には，自立後の経営にとっての土地負担(自作地取得のための借入金の返

済)を増大させることによって， “存続可能な農業経営者"としての青年の自

立をますます困難なものとするであろう。もちろん，経営地の全部または一部

を，たとえ経過的にであれ賃貸借で取得すれば，この問題はかなりの程度まで

回避できるし，現にそうした方向での解決の道も追求されている。(前出注目

や後述 53頁以下参照。ただし， 地価上昇に伴う小作料水準の上昇という問題

は別に残る)。 しかし， 自立する青年農業者のすべてを将来にわたって純借地

農として維持・育成するという方針を農地政策の基本線として採用することは，

実際上では不可能に近いといえよう。

しかも，上記の問題は，フランスでは，家族農業経営の世代的承継の場合に

もそのままあてはまる。すなわち，相続における共同相続人間(後継者を含め

た兄弟姉妹間)の均分意識が強固に確立されてきたこの国では，相続に際して

自作地の一部が現物分割され経営外に流出するというケースは，けっして稀れ

なことではない。このときには，父の経営を承継した農業後継者は，従前の経

営規模を維持するためには，それに見合う面積の農地を別に取得しなければな

らなL、。また，仮に後継者による農業経営資産の一体的求継が合意されたとし

ても，後継者は，他の共同相続人に対して，彼らの相続分に相当する清算金を

支払うことを免れることができなL、。いわば，この場合の農業後継者は，あた

かも新たに農地を取得してAiT.する青年農業者と同様に，彼が承継した経営資

産のかなりの部分を非農業者たる他の共同相続人から買い取ることを強いられ

るのである O この清算金の算定に際しての農地価格の評価は，実際には一般の

売買価格をかなり下まわった水準でなされることが多L、から，後継者にとって

は新規に別の農地を取得する場合より多少有利といえるかもしれないが，いず

れにせよ， そうした形での “土地代金"の支払いの負担が一一一方での必要

な経営資本量の不断の増加と，他方での農地価格の持続的上昇という条件のも
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とで 農業後継者の経営の発展に対する大きな極桔として強く意識されるよ

うになったのは，極めて当然のことであったといえる(9)。

その意味では，前述した経営資本と土地負担との聞の矛盾は，自作地をもっ

家族農業経営一般にとってその経営承継の際に必ず生起してくる問題にほかな

らなかった。そして，フランスでも新たに自立しようとする青年農業者の大部

分は既存の農業経営の後継者であったから(20〉，できるだけ多数の青年農業者

の自立の促進という政策目標を実現するためには，その矛盾をL、かに克服する

ことができるかがまさに決定的な意味をもっていた。第 1条の定める方向づけ

を実現するための基本的施策を具体的にパラフレイズした 1980年法の第2条

(前出注 10参照)が，その第4項に定める「土地政策jの第 1の目的として，

「地価の上昇を抑制し， 相続の負担を軽減し， 個人責任による存続可能な家族

経営を最大数維持すること」を掲げていることの意味は，以上のような文脈を

踏まえてはじめてよく理解することができるのである。

注(13) その主要な内容については. Politique fonci色reet politique des structures dans 

1a loi d'orientation du 4 juillet 1980. numero special de la Revue de droit rural. 

n" 95. avril-mai 1981のなかの各論稿で詳細な分析が加えられている。また，邦文の

資料としては，第4章の規定の翻訳と解説を収録した『フランスの新基本法と土地制度

(解説・翻訳H (農林水産省構造改善局農政部農政課. 1980年 8月，稲本洋之助執筆).

および，全法文を訳出したものとして「のびゆく農業Jl583 -584号(農政調査委員会，

東京.1981年)がある。

U4) この項，および，次項で述べる「農地価格総覧」の制度の意義・内容等の詳細につい

ては，原田純孝「フランス農業における地価問題と『農地価額総覧」の作成一一とくに

『収益価額』の算定方法とその意義についてJ(農政調査会「地域土地管理と経営発展方

策に関する調査研究報告書J.1983年3月)185頁以下ですでに論じたことがある。

日 ヘクターノレ当たりの農業組収益の額は，生産体系によるバラツキが大きいため一概に

は示しがたいが. 1982年に行なわれた収益価額の算定方式の検討作業中では，ほぼ

2.500 -3.500フランの聞の数値が用いられていた。

(1日 農地価格の上昇に関する以上のような数値と，当時のフランスでのその評価のありよ

うについては，前出注 14所掲の拙稿のほか，原田純孝「フランスにおける土地取引規

制と地価抑制の諸制度J (全国農地保有合理化協会「農用地確保・規模拡大と土地負担

に関する調査研究J.1978年3月)23 -29頁. Rene Grussard et al.. Contribution a 

une nouvelle politique agricole. CNASEA. 1978. pp. 207 -215 (par Bruno 

Rajaud) . SCEES. La structure fonci色redes exp1oitations agrico1es en 1980. pp.22 
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23参照。

間 同じ時期のわが国では，フランスと比べればはるかに著しい農地価格の上昇があった

にもかかわらず， <(構造政策の遂行のためにその抑制を図る》という問題意識は，農地

政策の具体的な政策課題としてはほとんど打ち出されてこなかったからであるo ただし，

このような対比をする場合には.プランスの農業経営の面積規模がわが国のそれより格

段に大きいこと したがって，農地の実際の取得価格と農業収益価格との聞の 1ha当

たりの関差の絶対値は小さくても，全体としては相当に大きい土地負担になること

にも，同時に留意しておく必要があろう。

(]8) たとえば， 1970年に創設された長期賃貸借制度(当初の約定期間が 18年または 25

年以上)や農業土地集団二GFA制度(複数の農地所有者が各自の所有地を出資して設

立する特殊な民事組合法人で，自ら経営主体となることもできるが，政策上ではむしろ，

その土地を とくに長期賃貸借によって一一千也の農業者に賃貸することを強く期待さ

れている〕などは，その典型例であろう。これらの制度の目的や意義については，後出

53頁以下， 76頁以下のほか，原田純孝「フランスにおける農地賃貸借と相続J(農業法

学会『農業法研究.115・16合併号， 1981年)113頁以下， 130頁以下参照。

(]9) 以上のようなフランスの農家相続の実態の詳細については，原田純孝「農家相続にお

ける所有と経営 フランスの農家相続J(1)-(4) (東京大学社会科学研究所『社会科学

研究.137巻 6号， 38巻 3号， 5号， 39巻 5号， 1986年 3月-1988年 2月)を参照さ

れたい。

聞 この点については，親の経営地の承継態様の基本的特徴をも含めて，向上(2)，182頁

以下で詳細な分析を加えてある。

(2) 農地価格の抑制と「農地価額総覧」の創設

このような《農地価格の上昇を抑制し経営にとっての土地負担を軽減する》

という目的に向けた具体的施策の第 lの柱とされたのが，まったく新しい試み

としての「農地価額総覧J(Rをpertoirede la valeur des terres agricoles) 

の制度の創設である (25条)。この制度は，一言でいえば，全国の自然農業地

域(小農業地域)ごとに農地の売買価額，賃貸価額および「収益価額」

(valeur de rendement) を認定した総覧を作成して，域内の市町村において

公示することにより，それを，農地価格の抑制という点をも含めた将来の農地

政策遂行の基礎的手段として利用していこうとするものである。売買価額と賃

貸価額は，過去5年間の実勢に基づいて「確認される」平均的な価額であるが，

収益価額は，法の定める一定の要素(生産体系と土地の農業的特性)に基づい
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て「決定される」価額であり(同条 2項)， フランスの農地政策のうえに初め

て登場した新しい価額概念であった。総覧に記載されるこれらの諸情報が果た

すべき役割としては，法文のうえでは， (イ)裁判官による農地の価格決定の際の

評価要素のーっとなる(同 4項)(21)， (ロ)総覧上の売買価額を公的融資供与の判

断基準として利用する(当該土地の取得価格が「明らかに過大なときには」融

資を受けられなL、。 29条)， また，付とくに収益価額については， i土地政策，

社会[保障]政策および租税政策に関して参照すべきものとするJ(25条 3

項)，という点が定められている(22)。

しかし 1979年 5月に議会に提出された政府法案をみてみると，総覧に当

初期待されていた役割は，上記の点をはるかに上まわるものであったことがわ

かる。すなわち，そこでは，総覧に付与される特別の役割として，議会で削除

された他の点とともに(23)，<<相続における清算金の評価については，共同相続

人は， 総覧上の売買価額から一律に 25%を控除した額， または総覧上の収益

価額を考慮することができる》旨が定められていた(ただし，後継者が-h・的

にそれを強制することはできない)。元来， この制度の導入に託された最大の

意義づけの 1つはまさにこの点にあり，その主要な推進者であった青年農業者

センター =CNJAなどからは，収益価額による清算金評価の原則を強行法規と

して規定することさえ要求されていたのである。家族農業経営にとって農地所

有がもっ特殊な性格(生産手段ないし労働手段としての性格〉を前面に押し出

したこの主張は，スイス，西ドイツ，ルクセンブルグなどにはっとに存在して

いた類似のシステムを，一定の修正を加えたうえでフランスにも導入しようと

したものにほかならなL、
しかし，このようなシステムの導入は，農地所有と相続に関するフランスの

伝統的観念に大きな変更を迫るものであっただけに，立法過程では強い抵抗に

遭遇し，結局，法文上での総覧の役割は，上記のように限局された，極めて抽

象的な形のものにとどめられた。その結果，地価上昇の抑制と土地負担の軽減

という点で総覧が果たしうる機能は，当初の意図より大きく後退したものと

なったが，この制度が，必要に応じて次の新しい一歩を踏みだすための不口J欠
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の前提を準備する意義を省しうるものであったことは，ここで確認しておく必

要があるであろう。

注目1) たとえば，のちにもふれるように， SAFERや賃借入の先買権行使に際して価格・条

{牛が折り合わないため先買価格の決定が裁判官の判断に委ねられる，というような場合

である。なお，後出注目も参照せよ。

関 以上の詳細については，前出注 14の拙稿参照。なお，ここでいう収益価額の概念は，

わが国における収益還元価格とまったく同ーのものではない。

ω 政府法案では，たとえば小作料の決定を総覧の記載事項と関連させること，総覧で

「確認された売買価格を上まわる」価格での農地取引に対しては公的融資を原則的に否

定することなども規定されていたが，前者は削除され，後者は，本文で前述したような

形に緩和されている。

(3) 相続メカニズムの改善・整備

したがって，白マーする後継者の土地負担の軽減・回避という点でより重要な

意義づけを与えられたのは，農業資産相続特例制度の大幅な改善・整備であっ

た。すなわち， 1980年法は，一方では， (イ)従来から存在していた農事資産の

所有権の優先分与制度 (attributionpr吾ferentielle) 後継者に，農事資産

の所有権の自己への一括分与請求権を付与する制度で，裁判官の裁量に服する

任意の優先分与と，その裁量の余地がない法律上当然、の優先分与との 2つがあ

る を再整備しその適用条件の柔軟化を図る (35条 I→民法典 832条 3

項， 37条→民法典832条の l第1.第2項)と同時に，他}jでは， (ロ)<<所有

と経常の分離による相続・土地負担問題の解決》を意図した 3つの制度を新た

に創設したのである。

後者は， 具体的には，@一部の相続人による農業土地集団二GFA (前出注

目参照)設立のための優先分与 (30条→民法典 832条の 2)，⑮後継者に対す

る長期賃貸借(前出注目参照)の設定を目的とする優先分与 (30条E→民法

典 832条 5項)， @後継者に対する長期賃貸借の設定を条件とする遺産分割

(33条E→民法典 832条の 3)，という 3つの方式の導入であり，それがこの

制度改革の最重要な部分をなしていた。前者，すなわち，所有権レベルでの一

括承継を円的とする《自作指向型》の優先分与については，後継者の清算金支
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払の負担を軽くする方向で共同相続人間の平等原則の修正が多少強化されたと

いうこと以上に特段の説明を要しないと思われるから，ここでは後者の内容に

ついてのみ，多少の説明を加えておこう (24)。

まず，@の方式ニGFA設立のための優先分与は， 後継者を含めた共同相続

人(たとえば甲・乙・丙)の間で GFA(いわゆる家族 GFA)の設立が予定さ

れているのに一部の相続人(たとえば丁)がそれに同意しないという場合に，

前者のうちの後継者(甲)またはその他の者が，後者(丁)の相続分に相当する農

事資産の所有権の自己への優先分与を請求し， それを GFAに出資できるよう

にしたものである。従来からの《自作指向型》の優先分与と比べれば，清算金

支払の対象となる農事資産が一部の共同相続人(丁)の相続分だけに限定される

こと (甲・乙・丙の相続分はそのまま GFAに出資される)， また， もし仮に

後継者以外の者(乙・丙)が丁の相続分の被分与者となってくれれば清算金の支

払はその者の負担となるから，後継者は何らの負担なしに経営を一体的に承継

することさえできることに，この方式の利点がある。この優先分与は，一般的

には裁判官の裁量に服する任意のものであるが， GFAがその所有地を長期賃

貸借で賃貸するときには，法律上当然のものとなる。

次に，⑥の方式=長期賃貸借の設定のための優先分与は，相続人中の一部の

者が，後継者に長期賃貸借で貸し付けることを目的として，農事資産の全部ま

たは一部の所有権を自己に優先分与するよう請求することを認めている。従前

の《自作指向型》の優先分与が農事資産の所有権の後継者への一体的帰属・集

中を目的としていたのとは逆に，農事資産の所有権はむしろ後継者(甲)以外の

相続人(たとえば乙)に帰属させ，後継者には，その者(乙)からの長期賃借入

としての資格において当該農事資産の安定的な経営権を保障してやればよい，

と考えるわけである。農事資産を分与されない他の共同相続人(丙・丁のほか，

法律的には甲も入りうる)に対する清算金は当然に被分与者が負担するから，

経営の一体性の維持のために場合によっては必要となったかもしれない後継者

の土地負担は，その分だけ軽減されることになるo ただし，この優先分与請求

権の法律的性格は，任意のものにとどめられている。
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最後に.@の方式=長期賃貸借の設定を条件とする遺産分割は，農地(建物

は含まれなL、)は共同相続人の間で現物分割しながらも，同時に後継者のため

の長期賃貸借を設定させることにより，収益権レベルでの経営の一体的承継を

確保しようとするものである。これは，法律的には裁判上の遺産分割手続の特

例をなすもので， その適用の要件は. <<自作指向型》の任意の優先分与のそれ

とほぼ同一になっているが， そこで追求される内容の点では. <<所有権の集中

帰属》から《所有権の分割+収益権レベルでの経営の一体性の維持》へという，

従前の制度からのまさに 180度の転回が行なわれているといってよい。ただし，

その際現物分割されるのは土地だけで，後継者の経営の安定的存続にとって不

可欠な経営用および居住用の建物は，後継者が取得する具体的相続分のなかに

優先的に配分されるものと定められている。

このように. 1980年法による農業資産相続特例制度の改革は. <<共同相続人

の間での土地資産の現物分割 したがって，共同相続人間の均分・平等の要

請 を基本的に肯定したうえで，賃貸借(なかんずく長期賃貸借)により経

営の一体性を維持する》という，農家相続の新しいシステムを創出した。いわ

ば《借地指向型》ともいうべき新システムのなかには，経営地の一部を目的と

する《自作指向型》の優先分与の変形ともみられるもの(とくに@の方式で，

後継者自身が被分与者となる場合)から，端的に現物分割の変形と評しうるも

の(@の方式)まで含まれているが， それらが総じて. <<資産の承継から経営

の承継へ》という農家相続制度の新しい発展段階を画する意義をもったことは

明らかであろう。次代を担うべき後継者の土地負担の軽減という要請の強まり

が， このような制度改革を必然、ならしめたのである。

ただし，最後に，それを可能ならしめた前提条件としては，さらに次の 2つ

の点があったことにも注意しておかなければなるまい。第 lは，フランスでは

一一わが国とは反対に まさに構造政策の推進過程で農地賃貸借の強化・安

定化が一貫して図られてきたことである。その事実一一つまり，借地農の経営

の安定化と資本投下の自由ならびに安全性の強固な保障ーーがあってはじめて

上記のような制度改革が可能となりうることは，あえていうまでもあるまい。
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第 2は，そのこと，ならびに後継者の土地負担軽減の必要を背景として，上

述したような所有と経常の分離の契機を内包する相続慣行(とくに⑤の右式に

類似するもの)が，フランスの北半分の地域ではすでに広く形成されてきてい

たことである。この第 2点は，相続制度改革の客観的な背景をなすと同時に，

新しい相続システムの実際の機能がどうなるかを推測するうえでも重要な意味

をもつことがらであろう (25)。

注凶 この相続制度改革の内容と，それが実際の相続慣行との関係で有しうる意義等の詳細

については，原旧，前掲「農家相続における所有と経営J141， 202頁以下。なお，本文

で述べたいずれの制度も， 死後相続を予定したものである。 また， 1980年法における

相続制度の改正点としては，そのほかにも，(i)やはり後継者の負担軽減を意凶した延

払賃金制度の拡充， (ii)後継者への経営承継を確実ならしめるための，遺産分割延期の

抗弁事由の追加，などがある。

白日 第1点については，原町，前掲「戦後フランスにおける農地賃貸借制度J104頁以下，

|寸，前掲「フランスにおける農地賃貸借と相続J105頁以下.また，第2点については，

原旧，前掲「農家相続における所有と経営J12H41を参照せよ。

(4) 農業経営構造コントロール制度の創設

次に，経営規模の変動規制制度の改善をみてみよう。従来の制度は， 1962 

年の補完法で確立されたのち一連の法改正によって漸次整備されてきたもので，

構造政策の目的に即した適正経営規模の強制的維持を狙いとして，一定の要件

にかかる経営地の兼併・合体(ほぼ，わが国にいう耕作目的の農地移動と考え

てよL、)を行政庁の事前の許可に服せしめていた(ただし，規制されるのは経

営する権利の移転であって，土地所有権のそれではない)が，旧制度には，一

方で過度の規制の側面があると同時に，他方では規制の欠触があるという批判

がつとに加えられていた。そこで， 1980年法は， それらの不備に対処し， か

つ，その制度を構造政策の新しいH向づけに沿ったものとするために， これを

「農業経営構造コントロールJ(controle des structures des exploitations agr-

icoles)として全面的に再編・再整備したのである (45~ 56条→農事法典 188

条の 1以下)。要点を整理して示せば，その概要は以下のようである (26)。
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1) 制度の目的と農業構造指導スキーム

まず， コントロールの目標は， 0)一定の資格要件(農業教育または農業従

事経験)を有する農業者の自立の促進， (ii)個人責任に基づく家族経営の設

立・維持(そのために必要な規模拡大を含む)への寄与， (iii)非農業者の新規

参入と兼業従事者の農業就業条件の決定，の 3つで‘ある。旧制度が既存経営の

「過大化」ならびに「過小化」を抑制して適正規模の家族経常の維持・存続を

図ることを基本的な狙いとしていたのと比べると，能力のある青年農業者の自

立の促進とそれを通じるより多数の家族農業経営の創設という点が，明確な政

策目的として前面に押し出されたわけである。

最後の(iii)の点も，非農業者の新規参入の条件ならびに兼業農家の経営地取

得の枠づけを行なうこと(その内容は後述する〉を通じて，専業的ないしは少

なくとも「主業的な」農業者(agriculteura titre principaI)の家族経営の存

立基盤をより広く確保する恵昧をもっていた。ここで「主業的」農業者という

のは《その労働時間の少なくとも 2分の lを円己の経営における農業活動にあ

て，かつ，その活動から全所得の少なくとも 2分の lを得ている農業者》のこ

とであり， ECやフランスの構造政策においては，従来から，少なくともその

要件を満たす農業者のみが各般の関係施策の本来的な対象者となるべきものと

考えられてきていた。(iii)の規定は，その要件を満たさない者の経営地取得を

一定の条件の範囲内に制限することにより，右のような“本来的な農業者"の

経営地取得の機会を間接的に増大せしめること一一別の言い方をすれば，彼ら

による経常地の獲得競争を多少とも緩和し，無用な地価上昇を抑制すること

一一ーを意図していたわけである。のちにみる，組合形態の経営体による農地取

得に対する規制措置の導入も，これと同ーの文脈で位置づけることができょう O

そして，このコントロールの内容を各地域の実態に即したものとするために，

新たに県ごとに「農業構造指導スキーム」が策定される O このスキームが，各

県の経常構造整備政策の重点事項を定めるとともに，県内の各自然小農業地域

(petite r匂ionagricole) の実情に即して，青年農業者の自立と既存経営の規

模拡大との聞の優先順位，法律上では任意的とされたコントロールの適用また
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は不適用，各種のコントロールの適用の前提となる基準面積その他の事項を決

定するのである。

2) コントロールの具体的内容

すでにふれたように， この制度の基本的な内容は，一定の要件にかかる農地

移動とその経営を行政庁の事前の「経営許可JCautorisation d' exploiter)に

服せしめることにある。法文の構造の上では，当然に許可を必要とする事項

(→ア， イ)と，指導スキームの定めにより許可を要するものとすることがで

きる事項(→ウ)とがまず定められ，そのうえで，法律上当然に許可されるべ

き場合(→エ)が具体的に列挙されているが，ここでは多少ともわかりやすく

するために，必ずしもその体系にこだわらないで説明する。

ア 人的資格要件による要許可事項

@農業者たる資格要件を満たさない自然人，@経営主の配偶者，の組合法人

等による自立，規模拡大および経営の合体が対象となる。この場合には，当該

行為の目的となっている面積の如何を問わない。

このうち@は， 主要には1)でみた(iii)の点(および間接的には(i)の点)

に対応するもので，資格要件を満たさない非農業者の転職による目立(当然に

経営地の新規取得を伴う)を職業上必要な一定の条件に服せしめるとともに，

通勤または自営の兼業者による農業経営の設立・拡大を，原則として，指導ス

キームに定める比較的小規模の基準面積以下に押さえ込むことを目的とする (27)。

なお，自立しようとする非農業者が上記の条件をパスしでも，さらに，のちの

イでみる面積要件による規制を受けることはいうまでもない。

他方，@とのは，旧制度につき指摘されていた不備(それらの点の明確な規

制がなかったため，脱法行為を可能ならしめていた)を是正するために，とく

に導入されたものである。したがって，それぞれ資格要件を有する夫婦が別個

独立の経営を営む場合で次のイの面積要件を満たすとき， GAECや相続後の

家族GFAの設立のとき， あるいは一般的に，専従的従事者の数で除した当該

組合の経営面積がイの面積要件を満たすときなどは，当然、許可される。ただし，

組合等については，事後の脱法行為の余地を閉ざすため，構成員の変更等があ
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るつど許可申請を繰り返すべきものとされている。

イ 上限基準面積による要許可事項

@指導スキームにおいて「自立下限面積J=SMI(surface minimum d' in-

stallation)の2倍-4倍の範囲内で定められる上限基準面積を超える面積での

自立(この場合は，基準を超える部分が許可対象となる)， および，@同じ上

限基準面積を経営総面積において超える結果もたらす経営地の拡大または合併

が対象となる。ただし，@の基準面積は，平均経営面積が自立下限面積を下ま

わっている地域では，目立下限面積まで引き下げることができる。

ここで「自立下限面積」というのは，いわば“存続可能な経営の最低面積水

準"を示すものとして，従来から構造政策上の基礎単位とされてきたものであ

る(加。その面積は当然に地域によって異なるから，農業大臣の定める全国自

立下限面積 0980年のそれは，全国の平均経営規模ニ約 23haにほぼ等しい)

の7割以上の水準で，各自然小農業地域につき耕作の種類ごとに県の指導ス

キームによって定められることになる(新制度)が， 1980年法制定時の旧制度

のもとでも，県により 16haから 50haまでの聞きがあった(提案理由による。

その全国平均は約 22ha)。

この面積要件によるコントロールに関し注意しておいてよい点としては，第

lに，(3)の目立時の上限面積規制は，従来は無規制であったものを，より多数

の農業者の自立の可能性を確保するという観点から新たに規制対象としたもの

であること(ただし，上限面積を超える経営を父から継承するような場合の取

扱いについては，後述のエ参照)，他方，第 2に，旧制度には，上限面積規制

とならんで，他の経営の「過小化」をもたらすような経営地の拡大や合体をも

法律上当然の要許可事項とする規定があったが，これは削除されたこと(ただ

い借地経営については， ウの任意的規制事項として維持されている)，第 3

に， I自立下限面積の 2倍-4倍の範囲内J(例外的には目立下限面積まで下げ

られる)という上限基準面積の枠づけは，旧制度のそれは倍-6倍の範囲

内)をより低い水準に変更したものであること (29)，第4に， 3年以内に経営主

の卑属を別経営で自立させることを目的とする経営の拡大・合体は，@の基準
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面積を超えていても法律上当然に許可される事項となっていること，などがあ

る。より多数の青年農業者の円すの促進という点が重視されていること(第1，

第 3，第4点)は，容易にみてとることができょう。

ウ 指導スキームにより，許可を要するものとすることができる事項

これは県ごとの任恵的なコントロール事項で，(1)賃借入の同意なしに既存の

借地経営の解体や大幅な縮小もしくは経営構造の不均衡化をもたらすような自

立，拡大または合体制)と，@指導スキームで定める上限距離(少なくとも 5km 

以上で定められる)をこえる遠距離経営地の取得，との 2つがある。このうち，

@は，説明を要しまい。他方，(1)は，借地経営の場合には賃借入の意に反する

貸付地等の引き上げという問題があるので，現存借地経営の維持のために従前

からとくに設けられていた規制措置を部分的に再編して維持したものである

(前出注 30参照)。

それに対して，旧制度下では県単位の任意的な特例措置として許容されてい

た，すべての兼併・合体の全面許可制は，今後はもはや認められないことに

なった。 この特例措置は， 実際には半分近い県 (35県)で適用されたため，

規制の行き過ぎを牛a じさせていると考えられたのである O 上述した上限基準面

積の引き下げは，部分的には，この全面許可制の撤廃を補完する意味をも持っ

ていたとみることができょう (30。

工 法律上当然に許可される場合

関係筒所ですでに述べたもの以外の重要な点としては，三親等までの親族

(血族および姻族)から農事資産を相続・贈与によって収受する場合，または，

共同相続人もしくは三親等までの親族が相続・贈与によって収受した農事資産

をそれらの者から有償で取得する場合，がある。その財産を収受または取得す

る者が資格要件を満たすことは当然、の前提である(ただし相続の場合には，

成年後 3年までの猶予期間が認められる)が， この規定は， <<家族に起源を有

する土地))(propriete d' origine familile)の再統合(32)をとくに上記イの規制

の例外とする意義を有している。ただし，旧制度と比べると，親族の範囲が一

親等狭められたほか，いくつかの条件が新たに付加されており， ここでもまた，
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より多数の農業経営の創設・維持という点に相応の配慮が払われたことをみて

とれる O

3) 許可手続と違反に対する制裁措置

許可または不許可の判断は，農業構造県委員会の意見を聞いたうえで，各県

の担当行政庁(実質的には県知事)がこれを行なうが， If::I制度下では，その過

程で地元の農業職能団体等の意向が強く反映されすぎるとの批判があった。そ

こで 1980年法は， 一方で， 前述のような法律上当然に許可されるべき場合を

明確に法定するとともに，他方では，県委員会の構成を改め(デクレによる)，

かっ，県委員会が審査に際して遵守するべき事項を細かく列挙した。また，農

業構造指導スキーム(そこには，各小農業地域ごとに構造政策上の目標，基準

等が詳細に記載される)の策定も，許可・不許吋の判断の客観性を確保する役

割を担っている。新制度の下でも，法律上当然に許可されるべき場合以外の許

可申請については広範な裁量の余地が残ることを考えれば，いずれも当然の要

請であったといえよう O

他方，違反者一ーすなわち，無許可または不許可で経営する者一ーに対して

は，従来から経営権の失権，国の付与した特典の消滅，罰金等の制裁措置が用

意されていたが，あまり実効性をもたなかったため，経営権の失権の内容の明

確化(とくに締結された賃貸借の無効)，累積的な罰金強制の強化(33)，将来に

向けての公的援助の停止など，一連の改正が行なわれた。この点からみても，

立法者がこの制度の役割にかなり大きな期待をかけていたことをみてとれる O

4) 社会党政権下の改正

ところで，以上のようなこの制度の内容については， 1981年 5月に成立し

たミッテラン社会党政権によって 1984年にかなり重要な改正が加えられた

(同年8月1日の法律第 741号)。成立初期のミッテラン政権は，当初，地方レ

ベルでの農地政策の統一的な実施機関として「土地管理委員会JCoffice fon-

cier) という新しい組織の設立を構想したが，種々の理由からそれが挫折した

ため (34)，その構想の眼目の一部を経営構造コントロール制度の改正によって

実現しようとしたのである。
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すなわち， まずコントロールの具体的な内容に関しては， (i)前記2)アの人

的資格要件に「引退年齢に達した自然人」を加える， (ii)同イの上限基準面積

の範囲を「自立下限面積の 2倍以上 3倍まで」と一層限定する， (iii)同ウの任

意的なコントロールを法律上当然の規制措置に改めると同時に，そのうちの@

の規制色農業経営一般の解体や縮小等をもたらす場合に拡張し，@の距離制

限の基準も 3kmに引き下げる， (iv)同エの《家族に起源を有する土地》の特

例(当然、許可となる場合)についても，新たに上限面積制限(自立下限面積の

4倍まで)を付加すると同時に，その特例が許容される場合を基本的に後継者

の自立と経営承継の場合に限定し，その他の諸要件も一層制限的なものとす

る(35l， (v)兼業経営の農地取得が当然許可となる上限基準面積の下限を自立下

限面積の 3分 1，~iJ l き下げる(前出注 27 参照)， (vi)各自然小農業地域ごとに

定められる自立下限面積につき，下限(前述)だけでなく上限の枠づけも設け

る (全国目立下限面積の1.5倍以下)， などの改正が行なわれた。 いずれも，

基本的には 1980年法の考え方の延長上で(前記の1)でみた目的規定はそのま

ま維持されている)，具体的な規制の内容とその基準をより厳しくしたのであ

る。

他万，コントロールの実施手続に関する改正としては， (vii)農業構造県委

員会に加えて， 郡レベルでも同様の委員会を設置できるものとする， (viii)こ

れらの委員会が個別案件の審査に際して遵守するべき事項をさらに詳細化し，

申請者の経営の土地構造その他の客観的状況や当該農地の既存賃借入側の諸事

情などがよりよく勘案されるようにする， (ix)この規制に違反して経営されて

いる自作地の経営権を剥奪するために，第三者への強制的な賃貸借の設定手続

を創設する(自作地における経営権の失効の効果の明確化)，などの点がある。

地域レベルでの経営構造のコントロールをより実質的かっ実効的なものとする

ことが，これらの改正の狙いである。

要するに， この 1984年の改正は， 1980年法で創設されたばかりの新制度を

あらためて整備・強化することにより，一方で大規模経営への土地集中を一層

厳格に規制しつつ，他方で青年農業者の自立と中小経営の規模拡大の可能性を
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できるだけ拡大することを，その目的としていた。そのために，従来当然の例

外として許容されてきた《家族に起源を有する土地》の再統合さえ新たな制約

に服することとされたこと，また，右の目的に即したコントロールができるだ

け末端の地域レベルの意見に基づいてなされるように工夫が施されたことなど

には， まさに社会党政権下ならではの特徴も見られる (前出注 34の指摘を参

照せよ)。しかし，その全体的な内容は，けっして“社会党政権下の行き過ぎ"

ではなく，むしろ 1980年法が敷いた構造政策の新しい流れに樽さすもので

あったと評価するべきであろう。だからこそ，上述した改正点は，その後のシ

ラク保守党内閣の登場(ミッテラン大統領との「保革共存」ニCohabitation

の発生) にもかかわらず， 1990年補完法による再度の改正に至るまで， 現行

法として生き続けていくことになるのである。

5) 制度の位置づけと特徴

さて，以上のように，経営構造コントロールの創設は，ある意味ではそのと

きどきの必要に応じてツギノ、ギ的に形成されてきた従前の制度を新しい政策目

標に即して抜本的に再編・整備し， この制度に構造政策推進のための極めて重

要な介入手段たる位置づけを与えることになった。そこで最後に， この制度の

志義と特徴に関し，わが国の場合との対比を念頭におきつつ，なお若干のこと

がらを指摘しておきたい。

第 1に， フランスではこのような形での農地所有権に対する公的介入がまさ

に構造政策の推進過程で確立・強化されてきたという事実自体に，まず注目す

る必要がある。そしてこの点との関係では，わが国農地法の権利移動統制がそ

うした}j向での発展をほとんど遂げえなかった理由は何であったのかが，あら

ためて問い直されなければなるまい。このことは，他の諸制度(たとえば地価

抑制のための施策，農事賃貸借制度のあり方， SAFERの役割など)との関連

でも同様に指摘できる問題であるが，いわば《構造政策推進のための土地介入

と農地所有権の自由との関係についての基本的なスタンスの違い》が，ここで

もまた現われているのである(詳細は後述する)。

第 2に，フランスの経常構造コントロールの対象はあくまで経営ないし利用
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レベルの権利移動に限定されているが，そのコントロールの内容は，極めて具

体的かっ詳細である。こうした規制を“構造政策の目標に即した望ましい経

営"の創設・維持のために実際に役立たせていこうとすれば，地域の実情とそ

のもとでの個別経営の発展動向に対する的確な評価を踏まえた，具体的かっ実

質的なコントロールがどうしても必要になるのである。わが国でも 1989年の

農用地利用増進法の改正などには，そのような実質的コントロールの形成への

指向が部分的に現われてきてはいるが，その実質的な射程はなお極めて限られ

たものにとどまっている(36)。

第3に，そのコントロールの中身に関しては， 1980年法の段階でも， <<経営

規模は大きければ大きいほどいしヴという発想は，すでに大きく後退したもの

となっている。《適正規模の有能な家族経営をできるだけ数多く創設・維持す

る》という新しい政策の方向づけを重視すればするほど，右の発想はそれだけ

希薄化していかざるをえないのである。その意味では， この制度は， 1980年

法の構造政策の基本的特徴の一つを如実に具現するものであったと同時に，現

段階における政策再編の方向にとっての一つの伏線となる意義を有していたと

評価することもできょう。ただし同時に，このコントロールを通じて創設・

維持されるべき家族経営は， この段階ではなお，基本的に専業もしくは主業的

な農業経営であるべきものと考えられており，兼業経営の農地取得に対しては，

それを一定の範囲に規制しようとする指向がかなり強く現われていることに注

意しておく必要がある。

注側 旧制度ならびに新制度の詳細については，原因，前掲「フランスの農地制度J23-

24頁，前掲「フランスの新基本法と土地制度.1129頁以下。

m それ以下であれば当然許可となる基準面積は，通常の兼業従事者の場合には，当該地

域について決定された自立下限面積(後述の本文参照)の 2分の l以上，商工業者の付

随的農業経営の場合には自立下限面積の 2分の lまでという枠内で，指導スキームに

よって定められる。

倒 たとえば，自立する青年農業者が，のちにふれる特別の助成金=DJAや特別融資を

受けるためには.この面積に達していることが 1つの要件となる(後述 88頁参照)。

聞 この上限基準面積の枠づけは， 1968年の改正では単に 14倍以上」とされていたの

が， 1973年の改正で 12倍以上6倍以下」に限定されたものである。そしてそのとき



フランスの新「農業の方向づけの法律」と農業構造政策の再編 65 

以降，実際の基準面積も，以前より相対的に低い水準で定められるようになっていたが，

1980年法は，これをさらに引き下げようとしたのである。

旧日 具体的には，8)自立下限面積以上の借地経営の廃止，@ある借地経営の自立下限面積

以下への縮小， 6上限基準面積の1.3倍未満の借地経営の面積の 30%以上の縮小，お

よび， e経営からの主要建物の剥脱をもたらすような賃貸農事資産の引き上げ・取戻し

が，問題とされる。なお，このうちの③，⑮は，旧制度では「過小化Jの抑制のための，

法律上当然の要許可事項とされていたものであった。

(3u 事実，政府提出法案では，当該経営の総面積が自立下限面積を超える結果をもたらす

すべての農地取引を，法律上当然の要許可事項とすることが考えられていた。

~ フランスの経営承継のあり方や経営構造の変動にとってこの《家族に起源を有する土

地》がきわめて重要な意味をもっていることについては，原因，前掲「農家相続におけ

る所有と経営J(2)-(4)を参照せよ。

(33) 違反者が違法状態に対する是正命令に従うまで， 1日当たり一定額の罰金を支払い続

けさせるという，フランス法に固有の制裁手法である。

ω この構想、は， 簡単にいえば. 一方で SAFERを改組して， これに， とくに自立する

青年農業者を対象とした農地の貸付権限を認めると同時に，他方で県および郡のレベノレ

に，経営構造コントロールについての統一的権限を有する民主的な構成の委員会(これ

がOfficefoncierと呼ばれる)を創設し，この委員会をして経営構造コントロールの実

施と SAFERの保有地の売渡および貸付事業の監督を行なわしめようとしたもので

あったが，そのラディカノレな性格や国庫の財政負担上の問題点などの故に，結局，日の

目をみないで終ったのである。

。日 たとえば， <<共同相続人もしくは三親等までの親族が相続・給与によって収受した農

事資産をそれらの者から有償で取得する場合》は特例の対象から除外され， <<それらの

者から直接に贈与によって財産を収受する場合》についても，その財産が贈与者によっ

て9年以上保有または経営されており.かっ，第三者への賃貸借の対象となっていない

ことという要件が追加されている。他方，現在の農業者が《家族に起源を有する土地》

を回復して規模拡大や経営の合体を行なおうとする場合には，その農業者は，それまで

耕作してきた他の土地の経営を放棄するのでなければ，当然許可の特例を受けることが

できない。つまり，別の言い方をすれば， この当然、許可の特例も， <<三親等までの続族

に属する既存の家族経営を.一定の上限面積の範囲内で卑属のひとりが承継する場合》

を中心とした，狭い範囲のものにとどめておこうというのが，改正のねらいであったわ

けである。

倒以上の第1.第2点にかかわる彼我の政策指向の相違の基本的特徴については，原因

純孝「日仏農業法の比較研究からJ(日本農業法学会『農業法研究J21号， 1986年5

月) 7頁以下で論じたことがある。

(5) 離農補償金制度の再編

次に，土地政策の第 4の柱とされた離農終身補償金制度の改革の内容は，以
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下のようなものである。

1) 若干の沿革

離農補償金の支給は，フランスでは， 1962年補完法で創設された構造政策

推進のための特別の基金 「農業構造整備社会活動基金J=FASASA-← 

によって，その第 1の事業として行なわれるo 老齢年金の受給開始年齢(原則

65歳。身障者の場合は 60歳)に達した農業者がその経営を，一定の要件を満

たす形で他の農業者に移譲して引退・離農した場合に， 老齢年金 (retraite)

の補足として離農終身補償金=IVDCindemnite viagere de d吾part) という

特別の定期金を支給することにより，(])老齢農業者の引退・離農を促進すると

同時に，⑪そうして放出される農地の移動を構造政策の目的に即して方向づけ

ることが， この制度の基本的な内容である (37)。

このうち，⑪の目的は，制度の施行当初には基本的に近隣経営の規模拡大に

向けられており，とくに一個の経営の廃止が一定距離内の近隣経常の構造改

善・規模拡大に直接的に寄与する場合，またはその農地が SAFERに譲渡さ

れる場合には， I構造改善再編補償金J=ICRを加算するなどの措置もとられ

ていた 0969-1973年の間)。 しかし， 1974年以降には，青年農業者の自立

助成政策の登場とあいまって，日立する農業者への経営の移譲(所有権の移転，

賃借権の設定・移転のいずれでもよい)も，それに付随する目的のーっとされ

るようになる(同年2月20日のデクレ第 131号)。上記の ICRの加算要件が

IVD支給の一般的要件のなかに組み込まれたこと 0973年 12月31日の法律

改正)に伴い 1974年に創設された「構造改善割増金J=PASの支給制度ι
それと同様の狙いを含んだものといえる(同年 2月20日のデクレ第 132号。

「経営発展計画J[後述88貞]を提出して受理された青年農業者， SAFER， 

GAEC=共同経営農業集団等に経営を移譲した場合を対象とするが， 1983年

に廃止。後出注 39参照)。

他;右， ③の点に関しでも， 1960年代の末からは， 離農の時期を早めさせる

ことを目的として， 60歳以上 65歳未満で引退する農業者に対する「年金開始

前離農終身補償金J=IVD-NCRの支給制度 0967年。 1969年改正〉と， と
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くに「農村経済の支配的な地域」において， 60歳に達したら IVD-NCRを受

給して経営をやめることを約束する 55歳以上の小規模農業者に対する「待機

補償金Jの支給制度 0969年の改正)とが追加された。そしてさらに 1978年

には， 60歳以上65歳未満で離農する老齢農業者に対するインセンティブを強

化するために，その配偶者に対して「配偶者補足補償金J=ICCを支給するこ

とも定められていた(38)。

2) 1980年法による制度改正の目的と内容

1980年法は， このようなこの制度の発展の延長上で， 第1には， 65歳未満

の農業者のより早期の引退・離農をいっそう確実に促進すること，第2には，

そうして放出される農地の移動を青年農業者の目立の促進に向けてより積極的

に方向づけることを目的として，補償金の額の一定の引き上げを予定しつつ

(提案理由)，この制度の基幹的部分を改正した(法 70条。 1962年補完法 27

条の改正)。その後にこの改正法の施行のために発布されたデクレ(施行令)

とあわせてその内容をみれば，以下のようなものである。

ア 「離農年次補償金J=IAD Cindemnite annuelle de depart)の創設

① これは，従前の IVD-NCRにかわるもので，過去 15年以上主業的に

農業に従事してきた農業経営主が 60歳以上 65歳未満(身障者，または配偶者

の死亡によって経営主となった者の場合は 55歳以上)で引退・離農する場合

に，その者が老齢年金の受給開始年齢(原則 65歳)に達するまで支給される。

② 離農の際の経営移譲(所有権の移転または賃借権の設定・移転であって，

使用貸借は含まない)の相手方の要件については， 80年法の法文上では， 新

規の目立の場合と既存経営の規模拡大等の場合とが同列に規定されるにとど

まった(なお，相手方は，主業的農業経営者でありさえすれば，複数であって

もなんら差しっかえない。また，植林，または一般的利益を有する非農業的用

途への転用も認められる)。しかし， 1981年 1月30日のデクレ第88号では，

移譲されるべき相手方の筆頭に，(i)初めて自立する青年農業者で，当該経営地

の譲受けによって「青年農業者自立助成金J=DJA (後述88頁参照)の取得

要件を満たすようになる者が掲げられることになる。そのあとに続く相手方の
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列挙の仕方一一具体的には.@近隣農業者. GAEC. または初めて自立する農

業者で. i発展計画」を提出し受理された者. 6SAFER. e自立する農業者

またはもっぱら農業を目的とする法人.@再入植農業者…等の順 にも，や

はり，今後の発展可能性を有する若い農業者への経営移譲を重視する姿勢がみ

てとれる O そしてさらに. 1984年2月1日のデクレ第 84号では.(j)の青年農

業者と@以下の者とが一層明確に医別され，流動化された土地は「優先的に」

@の青年農業者に移譲されるべきこと(その対象者がいない場合にのみ，その

他の者への移譲が許容される)が定められにいたるのである(39)(ただし，賃借

入が小作地を地主に返還する場合の取扱いについては，後出注 45参照)。なお，

以上のいずれの場合においても，その経営地の移譲が経営構造コントロールの

許可要件に適したものでなければならないことは，いうまでもない。

③ IADの額は. 1984年のデクレ以降は，離農する農業経営主の家族構成

とその配偶者の農業従事年数を考慮する形で，年額 11.500-23.000フランの

間で 3段階に分けて定められている。こうして配偶者の立場が IAD自体のな

かで考慮されるようになったので，従前の「配偶者補足補償金J=ICCは，周

年に廃止された。

イ 「離農終身補償金」ニIVDの再編

他万， 老齢年金の補足としての IVD (65歳から支給される)については，

①その受給資格者を，(j)すでに IADを受給していた者， @65歳の誕生日以前

に本来の老齢年金を受給して経営をやめた者，および.6当面の経過的措置と

して， 65歳の誕生日以降に老齢年金を受給して経営をやめた者と規定し，②

経営地の移譲相手の要件も. IADの場合のそれと同一にすることとした。そ

して同時に，③IVDの支給額には，受給者が経営をやめた年令に応じて格差

をつけることが，法文上で定められている(以上. 1980年法)。これらの規定

が. IADの支給と IVDの支給とをできるだけ直列的に連携させ， 60歳以降よ

り早い時期の離農を促進しようとするものであることは，容易にみてとること

ができょう。

果たして， 前記の 1984年のデクレでは， 上記ののの者は受給資格者から除
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外され，その後における IVDは，身障者等の老齢年金の特例受給者の場合

(65歳以前の年金受給の開始が可能)を別とすれば.65歳未満で離農して

IADを受給していた者のみに対して支給されることとなった。しかも，周年

以降のその支給額は. 63歳未満で引退した者は年額 3.500フラン. 63歳以上

65歳未満で引退した者は年額1.500フランというように，大きな格差が設けら

れているのである(この額と格差は. 80年代を通じて維持される)。

ウ FASASAの活動期間の延長

この新制度を実施していくために. FASASAの活動期間は. 1985年末まで

延長された 0980年法的条)。この基金はもともと時限法として創設されて

おり，その事業としての各種の離農補償金の支給も，構造政策の推進上必要な

期間中における離農者を対象とするものと位置づけられていたから，その適用

期間を明示しておく必要があったのである。この点は，わが国の農業者年金制

度との根本的な相違点をなすうえ，制度自体のその後の帰趨にも影響すること

になるので，一言注意を喚起しておきたい(なお，前出注 37も参照せよ)。

3) 制度の実績と機能

さて，以上のように.フランスの離農補償金制度は，近隣経営の規模拡大を

基本的目的とした 1960年代から，青年農業者の自立の促進を付随的目的に加

えた 1970年代を経て. 1980年代には， その後者をこそ最優先の目的として老

齢農業者のより早期の離農を促進する制度へと，大きな転回をとげた。この制

度が構造政策推進上の新しい必要に応じて逐次の見直しを受けながら，その過

程で構造政策推進のための介入手段としての性格を不断に強めてきた経緯(と

くに経営移譲の相手方に関する条件の詳細・厳格化)は，わが国の農業者年金

制度の推移の仕方と対比すれば， まさに質的な差異がある (40)0 1963年の制度

の施行以来. 1988年までの IVDの受給者数が 708.000人，その聞に移譲され

た農地の累積面積が約1.306万ha(これは. 1988年における農用地面積全体の

42.5%に当たる)という実績(41)も，そのことを踏まえたうえで評価しなけれ

lまならない。

そこで最後に，新制度の実際の機能について，若干の点を指摘しておこう。
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第 lに，離農補償金の受給者数は，それによって放出された農地面積の量と

ともに 1969-70年にピークを示したのち， 70年代を通じて大幅に減少して

きていたが， 80年代に入って再び若干の増加傾向を示した(面積の推移に関

しては，後掲図 1参照。受給者数の推移も，それとほぼ同様のグラフとなる)。

ただい 70年代における受給者数の減少は，石油危機後の経済事情が離農の

意欲を減退させたことのほかに，第 1次大戦の結果生じた人口構造上の要因

(その時期に引退年令を迎えた年令階層の男子の数自体の少なさ)によって大

きく規定されたものであったから， 80年代前半の増大を制度改正の結果によ

るものとのみ考えるのは早計である。

もっとも，第2に，表 1にみられるように，引退時期の早期化という制度改

正の一万の目的は， 80年代の前半を通じてかなりはっきりとした形で達成さ

れており，そのことが，この時期における経営移譲の増大(件数および面積の

双右)に一定の範囲で寄与したことは疑いがない。同じ時期に生じた経常収支

の一般的な悪化傾向(42)も，それを側面から促す要因として作用したのではな

いかと考えられる。

表 1 離農補償金の受給開始年齢

年齢階層 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

55 -59歳(%) 25 31 32 30 28 32 36 39 44 

60 -64歳(%) 30 33 41 46 48 52 61 60 56 

60歳以上(%) 45 36 27 24 24 16 3 1 。
総数(件数) 13，741 18，673 21.134 21.856 21.221 17，670 9，748 i 7，378 5，986 

資料・ CNASEAが提出した各年の Rapportd'activiteより作成.

しかし，第 3に，青年農業者の自立の促進といういま一方の目的は，けっし

て十分に達成されたとはいいがたいようにみえる。というのは，図 1と表2に

みられるごとく， 自立に寄与する経営移譲の比率は，件数， 面積ともに 70年

代後半のそれと比べて増大していないばかりか，むしろ漸減傾向を示している

からである。ただし，その理由については，以下の点に注意しておくことが必

要である O
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すなわち，老齢農業者の離農が青年農業者の「自立Jに直接つながるのは，

フランスでも基本的に，後継者を円I!.させるための経営移譲の場合である O 表

2でも容易にみてとれるごとく. i自立J1件当たりの移譲面積が「拡大」の

それより格段に大きくなっているのも，そのことによる。しかし，各年次にお

けるそのような経営移譲二「日ι」の件数は， 自ずから一定の範囲に限定され

ざるをえなl'o そして，離農する農業者に後継者がいない場合(その割合は，後述

するごとく相当に高い)(43). または後継者がいても事前に自立している場合(44)
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図 1 経営移譲面積の年次的推移 1)

資料:CNASEA 

出典:Ministere de l' Agriculture et de le For~t ， Graph 
agri 90， p. 11 

注目 D 各種の離農補償金の支給によって放出された農地の全体に
関する数値である.

2) ["その他」の内容は， 1984年までは，植林または一般的利
益を有する非農業的用途への転用であるが， 1985年以降に
は，用途不明のもの(本文の注 45参照)が同時に含まれて
いる.

1988 
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表2 経営移譲における自立と拡大の比率
(単位:%) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

自立 27 27 24 25 26 24 26 28 26 22 19 

件数
拡大 64 65 67 62 61 60 48 42 45 50 52 

その他11 9 8 9 13 13 13 26 30 29 28 29 

計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

自立 53 * * * 49 44 47 49 43 38 35 

面積
拡大 40 * * 牢 41 42 29 25 29 39 40 

その他11 7 * * * 10 14 24 26 28 23 25 

計 100 本 * 牢 100 100 100 100 100 100 100 

資料:CNASEAが提出した各年の Rapportd哩activitをより作成.
注 D Iその他」については，図 1の注2)参照.

には，流動化された農地は，例外的に第三者の「自立」のために用いられる場

合を除いて，結局近隣経営(事前に自立していた後継者の経営を含む)の「拡

大」のために充用されたものとして，統計上では処理されることになるのであ

る。 また， そのことに加えて， 80年代の初頭以降に生じた経営収支の悪化傾

向(前出注 42) が， 農業で自立しようとする青年の意欲を相対的に減退させ

る方向で作用したこと(後述 93頁参照) も， ここで指摘されてよい点であろ

う。これらの点を踏まえると，図1と表2の数値は，必ずしも，青年農業者の

目立の促進という政策目的の達成の程度を直接的に示すものではないというこ

とになる。

なお，表 2の 1985年以降の数年間の数値では， I拡大」との関係における

「自立」の相対的な比率の顕著な増大がみられる(とくに「面積」の数値で顕

著である)が，同年以降における「拡大」の減少と「その他」の増大との背景

には特殊な制度的要因が介在しているので，その事実をもって「自立」の比重

が増大したと速断することは避けなければならない(45)。

注聞 このフランスの IVDは，一見するとわが国の農業者年金制度に類似しているが，そ

の支給が，後述のごとく，もともと時限的な存在として作られた特別の基金によってま

かなわれ，一般の年金制度とはまったく別建てのものとなっている点では，わが国の制
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度とは明らかにその性格を異にしている。別の言い万をすれば，フランスの農業者は，

引退時の IVDの受給のために特別の保険料を支払うことを要しないのである。だから

こそ，別稿(前出注7)でみるように 1990年以後には，すでに使命を終えたその制度

一ーすなわち基金 自体を廃止するという措置も比較的簡単にとられうることになる

わけである。

~ 1980年代初頭までの離農補償金制度の展開の推移とその運用実績に関する邦文の文

献としては，稲本洋之助「フランス農業者の老齢保障と離農補償J(東京大学社会科学

研究所編「福祉国家j 2，東京大学出版会， 1985年)194頁以下参照。

自由 その他の者の列挙の仕方は，①前記の⑫，②SAFER，または， DJAを受けて自立す

る農業者に長期賃貸借で農地を賃貸する GFA=農業土地集団，③再入値する農業者，

④経営地の一部を賃貸人に取り戻された借地農業者，⑤自立下限面積未満の面積を耕作

する 45歳未満の主業的経営主で，その移譲により自立下限面積の 2借までの規模拡大

を行なう者， の順である。なお， こうして IADの支給条件がより明確化されてきたこ

とに伴って， 1974年創設の「構造改善割増金J=PASの制度は， 1983年に廃止されて

いる。

14日 わが国の農業者年金制度が，国民年金への付加年金として組み立てられたことの結果

として，年金額の上乗せによる老齢農業者の所得保障の手段という側面を強く併存させ，

構造政策の介入手段としてはもともと中途半端な性格をもっていたこと，その結果，制

度の施行後まもない聞に使用貸借での後継者移譲という“引退・離農"方法が許容され

ることとなり，そのことが制度の目的と機能のいっそうの暖昧化をもたらしたこと，そ

して，このようなこの制度の性格と問題点は. 1990年に行なわれたかなり大幅な手直

しにもかかわらずなお今後に残り続けていくであろうことなどは，周知のところであろう o

140 Graph agri 90. op. cit.. p. 11. 

ω フランスでは. 80年代初頭からの ECの価格・市場政策の厳格化の傾向ともあい

まって. 82. 83年頃から広範な地域において農業経営の収支採算の悪化傾向が顕著化

し，規模拡大意欲の減退，自立を望む後継者の者の減少，農地価格や小作料の低下，農

業者の破産や負債処理問題の累増.などのさまざまな問題が噴出してくるが，その詳細

は，原田，前掲「農地保有・流動化政策の方向J411頁以下参照。

ω その具体的な状況については，原因，前掲「農地保有・流動化政策の方向J413頁，

433頁等を参照せよ。

倒 さきに注4でもふれたように，フランスでは，現経営主(父)の引退前に後継者が別

の経営の経営主として自立することが頻繁に行なわれており，その慣行は，ときととも

にいっそう普及・一般化してきている。その実態の詳細は，原因，前掲「農家栢続にお

ける所有と経営J(2)， (3)参照。

仰 すなわち. 1980年法第 71条によって改正された農事法典旧 845条の 2=現・法411

-65条は，賃借入がIADまたは IVDの受給のための個人的性格の条件を満たすよう

になったときは.賃借人はその年の終わりに賃貸借契約を解除できるとしたうえで(同

条 12項). その解除を行なった賃借入はそれだけで IADまたは IVDの受給要件を満た

すものとみなされる(つまり，経営移譲の相手方に関する要件が不問とされる)旨を定
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めていた(岡4項)が，前記の 1984年のデクレによって経営移譲の相手方に関する要

件が厳格化されたとき以降，この規定が，小作地(借入地)をもっ老齢農業者によって

広く援用されるようになった。その結果， Iその他」中の移譲先=用途不明の部分が増

大し， I拡大」の比重がそれだけ減少することになったのである。詳細は， CNASEA， 

Rapport d'activite -1987， Paris， juin 1988， p. 11 

(6) その他の土地政策関連事項

最後に，第4章の「土地規定」中に含まれたその他の関連事項を簡単にみて

おこう。

1) 農事賃貸借制度

フランスの小作関係規則は， 1970年代半ばまでの改正でほぼ完成された内

容をもっにいたっていたので，若干の追加的な整備が施されたにとどまる。農

業者，なかんずく青年農業者の土地負担の軽減を図るための賃貸借の推進とい

う課題は， むしろ， さきにみた相続制度の整備や，次にみる GFA=農業土地

集団の制度の拡充などを通じて追求されたのである。

具体的な改正点としては，①一個の経済単位をなす経営，または目立下限面

積以上の面積の土地を対象として，賃借入が引退年令に達するまでの 25年以

上の期間につき一括して締結される「生涯賃貸借JCbail de carriere) の制度

の創設 (64条→農事法典旧 870条の 26=現・法416-5条)，②普通賃貸借

から長期賃貸借への転換手続の整備 (62条 I→農事法典旧 870条の 25第5項

=現・法 416-2条 1-3項)，③引退年令まで 18年未満の賃借入のための，

長期賃貸借の期間の特例の創設(同条E→農事法典|日 870条の 25ニ現・法

416 -4条。引退年令までの期間につき長期賃貸借を締結できる)，④卑属を

自立させるときまでの年次賃貸借の特例の創設 (59条E→農事法典旧 811条

の1=現・法411-40条。最長で 6年までの契約期間中は， 卑属を自立させ

るために各年の末に解約することが可能)， ⑤脱法的行為(有償での事実上の

利用提供や擬制的な生産物の譲渡契約など)の規制措置の明確化 (57条→農

事法典旧 809条の 1=現・法411-1条)などがある。

このうち①は， 1970年に創設された長期賃貸借(当初の契約期間が 18年以
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上， または 25年以上の農事賃貸借)の新しいタイプをなすもので，②および

③とともに，長期賃貸借制度のもつ利点 賃借人にとっての経営の安定性と

耕作・改良の自由，賃貸人にとっての小作料引き上げの可能性など をでき

るだけ広い範囲に押し及ぼすことを意図したものである (46)。

ただし いずれの場合にも， <<賃借権の安定・継続性の保障は，賃借入が引

退年令に達したときに終わる》という原則がつねに維持されていることに注意

しなければならない。この原則は，農事賃借権の強化・安定化が農業構造の固

定化や耕作権価格の発生などの無用な効果をもたらすことを避けるために，

1963年の改正で-普通賃貸借についてつとに導入されたものであった(47)が，同

様の考えゐーがここではより直裁に打ち出されているのである O

また， 1980年法では， そのほかにも， たとえば賃貸人による小作地=貸付

地譲渡の際の賃借入の先買権は，賃借入がすでに自立下限面積の 3倍をこえる

農地の所有者であるときには行使することができない (68条→農事法典|日 793

条 6項ニ現・法 412-5条 6項)というような制限も加えられた。賃借人の経

営の具体的，実質的な内容を考慮したこの種の制限一ーより正確には，一般的

には賃借入に付与されるはずの権利の個別・具体的な制限 は，他にも少な

からず存在しているが，そのような性格の規定がまたふやされたわけである。

これらの点を総じてみると，要するに，フランスの農事賃貸借特別法におけ

る農地賃借権の保護と強化は，けっして一般的・抽象的に行なわれるのではな

く，あくまで構造政策の目的に適合するように，それに必要かっ有益な範囲に

おいてのみ行なわれていることがわかる。このような立法態度をとるからこそ，

まさに近代的な借地経営の法的基礎たりうる強固で安定的な農地賃借権をよく

確立することができたのだ，といってもよい。 1970年の農地法改正以降にお

けるわが国の農地賃貸借制度の推移と対比すれば，そこには，まさしく 180度

異なったすー法態度と法制度の発展五向が見出されるのである。

なお， 農事賃貸借制度に関しては， 社会党政権下の 1984年 8月1日の法律

(前述 61貞)でも，賃貸借の推進という目標のもとに一連の細かい改正が追加

されている。関係の条文は多岐にわたり，(j)脱法的行為の規制強化，⑬賃借人
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の改良施行権の拡張・詳細化と改良費償還請求権の追加的な整備，。賃貸人の

取戻権の行使条件の適E化などが行なわれているが，その内容の詳細はここで

は省略する。

2) GFAへの「外部資本」の導入と持分の流通性の確保

① 制度改正の目的と内容

1970年 12月31日の法律第 1299号で創設された GFAニ農業土地集団の制

度は，同じ日付の法律第 1298号で創設された長期賃貸借の制度と結びつきつ

つ， ひとつには相続分割後の「家族 GFAJの設立(農地を現物分与された共

同相続人間で設立される GFAが経営の後継者にーーできるだけ長期賃貸借で

一一一農地を賃貸するという仕組み。前出注目，前述 54頁等参照)と， いまひ

とつには農外資金の農地所有への導入による「投資 GFAJ の設立(農地を取

得・所有する非農業者が GFAを作り， 農業者に長期賃貸借で賃貸するという

仕組み)という 2つのルー卜を通じて，農業における所有と経営の分離を促進

し農業者の土地負担の軽減に寄与することを目的としていた(48)。しかし，

当初の制度では， GFAの構成員が自然人に限定されていたうえ， GFAの持分

の流通性が制度的に確保されていなかったため，その利用は期待されていたほ

どには進まなかった。 この難点に対処するため， 1974年には， SAFERが5年

(山岳地域等では 10年)をこえない期間について， GFAの組合資本の 30%を

限度として GFAの持分を取得することが認められた(周年 7月 12日の法律

第 638号)が， この SAFERの関与も次の投資者 (GFA持分の購入者)を確

保するまでの経過的なものでしかなかったから，上記の障害を除去するにはい

たらなかった。 1980年法による GFAの制度(上記の 1970年の法律)の改正

は，存続可能な家族農業経営の維持・育成という構造政策の基本的目標を損わ

ない範囲内で一定の投資機関による GFA持分の取得を許容することにより，

右の障害を克服することを目的としたものである (39条→ 1970年法 1条， 5 

条， 5条の 2， 9条， 12条)。

( i ) すなわち，貯蓄・金融業務を行なう民事組合または保険・投資企業で

この目的のためにとくに認可された法人(具体的には農業社会共済組合二
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MASと農業信用金庫ニCreditAgricoleなど)， またはそれらのものによって

設立されたグループは，所有する不動産のすべてを農業者に長期賃貸借で貸し

付ける GFAの持分を， GFAの組合資本の 65%を限度として取得することが

できる。法人の種類を限定したうえ，投資対象となる GFAの性格にも限定を

加えている(傍点箇所)のは，およそ農業と関係のない外部資本が農地を取

得・所有したり，農外の資本が直接に農業経営を営むことを排除するためであ

るo

のみならず，認可された法人 すなわち外部資本 による GFAの一方

的な支配の余地をも排除するために， 法人には GFAの管理・運営・指揮の職

務につくことを一律に禁止し，その出資額に対して付与される議決権の比率も，

自然人たる構成員のそれの 2分 1にすると定められた。つまり，仮に法人が当

該 GFAの組合資本の 65%を取得しでも，議決権の数のうえでは，自然人た

る構成員の保有する部分のほうがつねに多数(過半数)となるのである。

(並) 他方，法人でない構成員には，③売却に付される持分の取得について

の優先権と，@定款で定める一定期間(最長でも 20年)の経過後における法

人保有の持分の売渡請求権が認められる。 GFAが資金面の必要からいったん

外部の法人資本を導入した場合にも，つねにその本来の性格一ーすなわち，自

然人たる農地所有者の組合的集団としての性格(とくに「家族 GFAJの場合

を考えよ)ーーを回復していけるようにするための措置であるが，それはまた

同時に，農地の所有者はできうる限り自然人であるべきであるという政策的価

値判断の存在を示すものであろう (49)。また， GFAの構成のあり方によっては，

この規定がそれだけで，次ののの規定と同様の意義と機能を果たしうることに

も注意しておく必要があるo

すなわち，上の@の点とはまた別に，。定款で定めれば， GFAの構成員で

GFAの財産の賃借入となる者に対して持分取得のための特別の優先権を付与

することもできる，とされた。この規定は， GFAの構成員中に，同時に GFA

からの賃借入となってその農事資産の経営を行なう者がいる場合(相続分割後

の「家族 GFAJでは，それが一般的である)に，その者が将来において GFA
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の主導権を確保し，場合によっては自作経営主となっていくことを可能にする

ためのものである。 この規定がその後の政策の展開のなかでいっそう大きな意

味づけを付与されていくことは， のちにふれよう。

(温) そのほか， 以上のような制度改正の趣旨を補完するために， G:lGFA 

の持分を担保権(質権)の目的とすることができる場合の一般化(従来は債務

の目的に制限があった)， @GFAの財産について設定された賃貸借の継続中に

GFAの存続期間が満了すべき場合における GFAの存続期間の法律上当然の

延長措置， などの事項も定められている。

② 制度改革の評価に関する留意点

こうして， 1980年法は， 少なくともその制度的な仕組みの面では， GFAの

制度に新たな発展の道を聞いた。もともとこの制度は， フランス特有の合理芋ー

義的思考を基礎に構造政策推進のために考案された新しい制度として，構造政

策下のフランスの農地制度のきわめて特徴的な部分をなしており， その延長上

ではさらに，農地の取得・保有と農業者への貸付けを固有の事業とする「土地

投資農業会社」 二 SAIF(Soci討を Agricoled' Investissement Foncier)の市IJ

度化の構想なども存在していた。上記の制度改正によってその設立が可能と

なった土地投資機関一一実務上では「不動産投資民事会社」 二 SCPI(Societ吾

このような大きな構

想の一部を形を変えて実現したものと評価することもできょう。農業生産の外

部にある余剰資本(以下で「農外資本」というのは， この意味においてであ

る)を農地に投資させることにより農業者の土地負担を軽減することが，

と総称される は，Civil de Placement Immobilier) 

やは

り制度改正の基本的目的となっているからである。

ただし フランスでこのような農地保有の特殊な仕組みが制度化されえた根

拠については， いくつかのことがらが不可欠の前提的枠組となっていることに

注意しなければならない。

まず第 1は， さきに相続制度の改革との関係でも指摘したように，農地賃貸

借制度が十分に整備され，賃借入の経営の安定性と資本投下の安全性が強固に

保障されていることである。この制度的前提があってはじめて，仮に農外資本
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が相当量の農地を所有しでもそのことが直ちに農外資本による農業支配(ない

しは農業者支配)をもたらすことはない，と考えることができるのであるo

しかも，第 2に，右の危倶をより完全に払拭するために，法人が投資した

GFAについては直接に農業経営を営むことを禁止し， GFAの構成員としての

法人の権能にも大きな特別の制限を加えている。このことは，見方をかえれば，

1980年法による制度改正は，農外資本による農地所有への投資を，基本的に

GFA制度の機能を補充・補完するためのものとしてのみ位置づけていること

を意味しよう。自然人たる他の構成員がそれを望む場合には，漸次的に法人所

有の持分を買い戻していける道が用意しであるのも，そのことに対応するもの

とみることができる。その意味では， その創設が可能となった SCPIの実態的

な内容は，かつての SAIF構想とはその性格をかなり異にしているのである。

のみならず， 第3に， GFAからの賃借入である農業者についてはとくに，

その者自身が当該 GFAの構成員(つまり，持分の一部の保有者)であること

を条件として，一般の自然人たる構成員に付与されるのとはまた別の，持分取

得の優先権を与えることも可能とされた。 GFAからの賃借人にやがては自作

農化していける道を聞くことを意図したこの規定は， SAIFの構想との重要な

相違点であり，一方では「家族 GFAJにSCPI等からの出資(持分取得)を

受け入れさせやすくさせる (50)と同時に，他方では，青年農業者の目立の促進

に向けた， GFA制度の新しい活用方法の登場をうながすことになる。

③ 青年農業者の自立促進と GFAの活用

すなわち， 1980年法の施行とともに， 一方では， 農業信用金庫の系列の投

資機関 (SEGESPAR)を中心として通常の SCPIの設立準備が進められたが，

他方では，政府の直接の出資(当初の出資額は 30億フラン)によって「農業

土地貯蓄組合j ニ SEFA (Societe d' Epargne Foncier Agricole) と呼ばれ

る準公的な投資機関が一足さきに設立された 0983年 8月17日のアレテ)。

一般の SCPIその他の金融・投資機関からの資金をも受け入れつつ， SAFER 

と共同して，青年農業者を自立させるための GFAを設立していくことが， こ

のSEFA創設の目的であった。
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具体的には， SAFERから農地の再譲渡を受けた SEFAが，若干の農地を

保有ないし取得する青年農業者との間で GFAを設立し，その青年農業者を

GFAからの賃借入として自立させようというのである。この GFAには，当

該農地を提供する立場に立つ SAFER自身も，上述した期間および持分比率

の限度内で(前述 76頁) もちろん参加できるから，青年農業者の持分比率は

最低では5%以上あればよいことになる (SEFAが65%，SEFARが30%を

もっとした場合)。そしてこの GFAの定款においては，賃借入たる青年農業

者のために， GFA持分の優先買取権と一定期間経過後の売渡請求権とが当然

に規定される。したがって，青年農業者は資金的な余力の発生に応じて自己の

持分を漸次増大させていくことができる一五，それに伴って，最初に SEFA

や SEFARが出資した元本も漸次的に回収されていくことになるというわけ

である。

このような特別の土地投資機関の設立が考案された直接の契機は， GFAの

機能の拡充ということよりもむしろ， 農地価格の下落傾向(前出注 42参照)

のもとでこの時期に明らかになってきた SAFERの土地ストックの累増・滞

積と，それに伴う SAFER自体の経営難(50に対処することにあったようであ

る。しかし SAFERの土地ストックの再譲渡の促進と青年農業者の自立の促

進という 2つの目的を， 新たに整備された GFAの制度を媒介として同時に追

求しようとするその仕組みは，農地保有・流動化政策のひとつの手法としてみ

ても卜分注目に値するものであろう。また，それが，青年農業者の自立の促進

という目的の側面では，前述した「土地管理委員会」の構想、に期待されていた

機能の一部(前出注 34の前段でふれた， 自立する青年農業者への SAFER保

有の農地の貸付制度)を形をかえて実現する意味をもったことも，注意してお

いてよい点である。

④ GFA制度の基本的性格について

以上， 要するに， 1980年法は， 農地所有への農外資本の導入に向けて新し

い一歩を踏みだした。しかし，すでに述べたところからわかるように，その導

入のあり方は，けっして野放図な，無限定なものではない。むしろ反対に，フ
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ランスの農業経営のあるべき姿一一すなわち，適正規模の存続可能な家族農業

経営 についての明確な理念を踏まえつつ(前述 44頁の「方向づけの日標」

等をも想起せよ)， その利害得失についての詳細な吟味・検討を行ない， 導入

すべき農外資本の種類と性格，導入の形態，農外資本に取得された農地のその

後の帰趨などに関するさまざまな具体的制限を付したうえで，それがはじめて

許容されているのである。 まさにこの点にこそ， GFA制度の基本的な特徴が

あることをみてとるべきである。

最近わが国の一部でも，株式会社とか「第3セクター」とかによる農地の取

得・保有・経営を広く承認していくべきであるとする見解が登場してきている(52)

が，そこにみられる発想とフランスのそれとの聞には 注52で指摘した青

年農業者の自立促進・助成政策の意義づけをも含めて一一まさに質的な相違が

あることは，明らかであろう O 構造政策の方向づけとしては，両者は，ここで

もまた， 180度異なった方向を向いているといってよい。フランスではその後

の過程でも，農業者の土地負担軽減のための農外資本の導入という課題は繰り

返し提起されてくる(たとえば，別稿[前出注 7]で述べる「有限責任農業経

営J=EARLの制度の創設とその機能など)が， その場合にも，上記のよう

な政策の基本的な考え方 ないしはその実質的な意味内容ーーが変わること

はなL、。この点に関するフランスの政策と制度の理解については，つねにその

ことに留意しておくことが必要である。

3) SAFERの権能の強化

① 改正の趣旨と内容

1960年法で創設された SAFER(土地整備農事創設会社)は，わが国でも

よく知られているように，先買権(これは 1962年補完法で付与された)を

もって農事資産の有償売買に介入し，所有権レベルでの農地移動の方向づけ

(取得した農地等の， 構造政策の目的にかなう農業者への再譲渡) とその過程

での部分的な農地整備とを同時に行なう，農地保有・流動化政策の最重要な実

施機関のひとつであるo その取得面積は， 1970年代末から 1980年代の初め頃

には，毎年の農地市場全体の 15%から 20%にも達する量にのぼっていた。現
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存の賃借入による先買権の行使があるときとか，一定範囲内の親族間の売買の

ときなど，もともと SAFERが介入できない農地取引を除外すれば，この比

率は 30%近くになる。そして， その先買権も，第 1には，当該地域の土地お

よび経営構造の改善のためにどうしても必要な土地資産の取得手段として，ま

た第2には，通常以上に高い価格での農地売買を規制して農地価格の上昇を抑

制するための手段として，重要な役割を果たしてきた(53)0 1980年法は，先述

した構造政策の新しい方向づけに即する形で，このような SAFERの機能を

さらに強化・拡充する改正を行なっている。

まず， 第 lに，従来から進められてきた先買権強化の流れ(とくに 1967年

と77年の法改正)を引き継いで，そのさらなる強化が図られた。具体的には，

(i)SAFERの提示した先買価格に売主が同意しない場合における裁判所への

価格改定の申立て義務者を， SAFERから売主に転換する (27条 1→ 1962年

法7条町第 17項)， (u)先買権の対象を，従前の「農業資産または農業用途の

土地J(現に使用されている経営用建物はこれに入る)から「農業経営に属す

る居住用建物または農業的利用がなお可能な経営用建物」にまで拡大する (65

条→同法同条 I第 1項)とともに， (温)SAFERの先買権が賃借入の先買権に

優先して行使されうる場合を拡張する (27条皿→同法 7条E第 2項)(54)，な

どの点である。(i)と(逝)は， SAFERの先買権がもっ地価規制力のいっそう

の強化を意国したもの，また(益)は，より多数の青年農業者の自立を確保する

ために必要な農場の建物(とくに居住用建物)が別荘などのために非農業者に

売却されるのを阻止することを意図したものである。

他方，第 2に， SAFERが取得した農地を再譲渡できる相手万は，別に法律

の規定がない限り，従来は農業者に限定されていたが， 今後においては， r農
村整備J(amenagement rural)と公共団体の「保留地J(reserves fonci-

きres) の形成に充てるため， 毎年の取得面積の5%までの土地を， 公的機関，

地方公共団体，土地所有者組合 (associationfonciere) などの公共的・公益

的性格をもっ機関・団体に再譲渡することが認められる (66条 I→ 1960年法

15条2項)。そして， このこととの関係で， SAFERの理事会 (conseild' ad-
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ministration)には県議会の代表者が必須のメンバーとして加わるものとされ

た(同条E→ 1960年法 15条 3項)。

この公共・公益目的の用途への土地供給の機能は，一方では SAFERの多

年にわたる要望にこたえると同時に，他方では， 1980年法の広い意味での

「土地政策Jのいま一右の柱をなす農村整備政策の推進(前述44頁)のために，

SAFERの土地ストックを積極的に活用しようとしたものである。 1980年法

第 5章の「農村整備」に関する規定中で， (i )SAFERが例外的に 10年間

(通常は 5年間)の土地保有を許容される場合のひとつに(<(その地域の)整備

計画または都市計画案によって農業経営の構造が損なわれるおそれのある界域

内に当該農地が所在する場合》が追加されたこと (77条→ 1960年法 17条 3

項 3号)， (ii)交換分合特別手続の適用対象となる開発・整備事業の範囲を拡

張すると同時に，その事業によって著しい影響を受けた農業者のために

SAFERからの土地取得の優先権を認め (78条 1， n → 1962年法 10条 1項)，

かっ， (温)右の開発・整備事業に必要な農地(転用農地部分)を SAFERが

直接に供給することもできるようにしていること(同条E→ 1962年法 10条6

項)も，上記のような立法者の意図を示すものといえよう (55)。

② 改正の意味の評価

ア ところで，以上のうち，まず第 1点にかかわる改正は，それ自体として

はそれほど重要なものではなく，従来からの制度の発展方向を引き継いだもの

である。農地価格の上昇に起因する“農業における土地問題への対処"を最重

要課題のひとつとした 1980年法においては， SAFERの機能と活動のいっそ

うの強化が求められこそすれ，その位置づけや役割自体の見直しということは

まず考えられなかったものといえよう。だからこそ，逆にその後の社会党政権

の成立 0981年)に伴って， まったく別の観点からの SAFERの改組と機能

再編論(前述した「土地管理委員会jの構想)が提起されることになったのだ

ともいえるのである。

ただし， SAFERの本来の機能と活動メカニズムに関する重要な改正はな

かったとしても，その後におけるその具体的な活動内容は， 1980年法で定め
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られた新しい政策目標に即して，やはり一定の修正を受け取ることになった。

というのは， 同法の制定を受けて発布された 1981年 3月10日のデクレ第217

号は， SAFERの組織と活動の具体的諸規律を定めた 1961年6月14日のデク

レ第 610号， ならびに， 先買権の行使手続を定めた 1962年 10月20日のデク

レ第 1235号に大幅な改正を加えたからである。とくに前者のデクレでは，

SAFERがその保有農地を再譲渡する場合の相手方の選択基準が大幅に見直さ

れ，q)一般に既存経営の規模拡大よりも青年農業者の自立のほうをより重視す

る (61年のデクレ 10条)， また，⑬規模拡大に関しては，現在の面積が経営

の収益性を確保するために不十分な経営への再譲渡を優先する(たとえば同デ

クレ 14条2項など)という方向が明確に打ち出されている。

この改正の実際の成果がどうであったかは，離農補償金制度の改革の効果に

ついてみたのと同様に，必ずしも簡単には評価しがたいところがあるo しかし，

閲2をみてみると， 少なくとも 1980年代の前半においては， 目立のために再

譲渡された土地の面積が 70年代半ばまでのそれと比べればとくに そ

れなりの高い水準を維持していたことは確認することができょう o SAFERの

ような介入機関は，その活動のメカニズムは基本的に同一であっても，それが

構造政策の推進手段として果たす役割の実質的内容の五向づけについては，そ

のときどきの要請に応じて修正されたり変更されたりすることが可能であると

いうことに，注意しておきたい。

イ 他方， いま一方の第2点にかかわる改正は， <<その土地ストックからの

開発・整備用地の供給》という新しい活動領域を法律上でも明示的な形で

SAFERに付与したという点で，画期的な意味をもっている。開発・整備用地

の位置的な特定性と， SAFERが取得・保有する土地ストックの偶然的・散在

的性格との聞のずれを克服するための技術的子法(開発・整備事業の予定地を

含む一定の広がりをもった地域を対象として交換分合事業を同時に施行する特

別手続)も， 1981年 3月10日のデクレ第 221号によってあらためて整えられ

た 0963年 4月 10日のデクレ第393号の改正)。この領域での SAFERの活

動は，実は実務上では，すでに以前から事実上の措置として行なわれていたも
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のであったが，以後においては，とくに大規模な開発・整備事業における用地

取得・土地利用調整と農村整備の推進のためのひとつの重要な手段として，明

確な法制度上の位置づけを与えられたのである(56)。

この側面での SAFERの役割は， 別稿(前出注7)でみるように， 80年代

の初頭以降に生じた農業情勢と農地問題の大きな変化を背景として，結果的に

はますます重要な意味づけを獲得していくことになる。前掲の図2において，

「その他」の部分が 80年代に入って顕著な増加傾向をたどっているのは，かな

りの程度まではそのことに由来しているのである。このことを踏まえて現時点

から振り返れば， 本項でみた 1980年法の改正は， そのような SAFERの新し

い発展へ向けてのひとつの伏線をなしたものということになるであろう。

(千ha)
100 

1975 1980 

図 2 SAFERが再譲渡した土地の目的別面積の

推移(フランス本土)

資料:Ministらrede l'Agricu1ture. Sous-Direction de 

l' Amenagement foncier et de l'Hydrau1ique 

agrico1e 

出典 Annuairede graphiques agrico1es 1988， p. 10. 

1986 
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注(細長期賃貸借制度の内容の詳細は，原因，前掲「農地賃貸借と相続J112頁以下。なお，

新たに設けられた生涯賃貸借の小作料については， 9年ごとの改定方式のほかに，当事

者の合意により.毎年一定の上昇率(ただし， 1%以下)でのスライド方式を採用する

ことも認められた。

間具体的には，引退年令に達した賃借入には賃貸借の更新請求権を認めない 賃貸人

は任意に更新を拒絶できるーーという形で規定されたo 規定の内容やその意義等の詳細

は.原因，前掲「戦後フランスにおける農地賃貸借制度J111頁以下参照。なお， これ

と同様の考え方は，その後に創設された長期賃貸借についても当然に適用されていた。

倒詳細は，原因，前掲「農地賃貸借と相続」参照。

仰 なお，本稿では詳論できないが，大革命の土地変革を経たフランスではすぐれて個人

主義的な土地所有権の観念が根強く確立されており.個人=自然人以外の中間的な組織，

団体等による土地所有の存在や拡大に対しては否定的な意識が強いことも，ここで想起

されてよいであろう。

側 たとえば，後継者を賃借入とする相続分害IJ後の「家族 GFAJにおいて， GFAの構成

員たる共同相続人の一人が早急に現金を必要とするような事情が生じた場合には，後継

者またはその他の GFAの構成員がその者の持分を買い取るか，それともそれを SCPI
等の第三者に譲渡・買い受けさせるか，のいずれかの措置をとらねばならなL、。その場

合，第三者が半恒久的に GFAの構成員であり続けるのであれば， I家族GFAJとして

はどうしても前者の方法を選択しがちになるが，将来における第三者の持分の買い戻し

の余地が保障されているのであれば，さしあたりは後者の方法で対応しておくことがよ

り容易になり，その限りで当面の余分な土地負担を回避することが可能となる，と考え

るわけである。

(51) 農地価格の下落と農地市場の狭魅化のため.以前に高い価格で購入した土地ストック

が適切な価格で捌けなくなったことが主要な要因であるが，詳細は，原田純孝「近年に

おけるフランスの SAFERの動向J(全国農地保有合理化協会「土地と農業J20号.

1990年3月)33頁以下，および，別稿=前掲「農地保有・流動化政策の方向J411頁

以下を参照されたい。

~ 農業経済学者の子になるものとしては，たとえば，伊藤喜雄「国土保全の一環として

の農地法制の変革~農地法の検討-J (梶井功編『農業の基本法制 問題点と改正試

論J，家の光協会， 1992年 1月)183頁以下。

なお，同前論文は，その主張にすぐ続けて，フランスの青年農業者の自立促進・助成

政策に学んだ「青年農業者の育成」施策の必要性を説いている(同前 188頁以下)が，

そのことと，農外資本をも導入した株式会社による農業経営を「もっともバイタリティ

のある企業形態」として称賛すること(同前 187-188頁)との関係は，いったいどの

ように考えられているのであろうか。本稿で詳細にみるように，フランスの青年農業者

の自立促進・助成政策は，“株式会社等の農外資本による農業経営(ないし農業企業体)

の積極的な導入・育成という発想"とはまさに正反対の，相互にあい入れえない政策理

念に基づ、いて形成され，発展してきたものである。別の言い方をすれば，フランスの構

造政策は， ((農外資本を積極的に導入して株式会社等の形で農地の取得・経営をやらせ



フランスの新「農業の方向づけの法律」と農業構造政策の再編 87 

さえすれば，農業構造問題は解決する》といったような安直な発想をおよそ問題外とし

てきたからこそ，まさに本稿で考察するような青年農業者の自立促進・助成政策を強力

に推進する必要があったのである。

同前論文が，フランスの構造政策における青年農業者自立助成政策のこのような位置

と意義づけをほとんど理解していないことは明らかであるが，そのことを別にしても，

“株式会社による農地の取得・保有・経営の積極的承認"という主張と. I急がれる青年

農業者の育成~フランス DJAに学ぶJ(同前 188貰)という主張とを一一特段の説得

的な理由つ‘けや説明もなく どうしてただ平然と並列させてすますことができるのか，

筆者としてははなはだ理解に苦しむところがあるo

倒 SAFERによる先買の価格は，最終的には収用手続に準じた形で裁判所によって決定

されるので. SAFERは，当事者の予定する売買価格が高すぎるとみた場合には積極的

に先買権を行使し，その価格の引き下げを強制することができるのである。裁判所の決

定した価格での SAFERへの譲渡に同意しない売主は，その農地の売却自体を断念し

なければならない。先買権の行使率は，たとえば 1981-83年の 3年間の平均では.件

数比で 16目3%. 取得面積比で 12.8%とかなり高く， そのうちの半数以上では， 右のよ

うな取得価格の改定・引き下げ手続が履践されていた。なお，この点をも含めて，本文

の以上の叙述の詳細については，原田，前掲「フランスの SAFERの動向J38 -39頁，

42 -43頁参照。

ω 賃借入の先買権は，すでにふれたように.原則としては SAFERの先買権に優先す

るが，そのことが脱法行為を発生させたため(買受け予定者にあらかじめ賃貸したうえ

で譲渡すれば. SAFERの先買権を免れることが可能になる).すでに 1967年の改正に

より，賃借入の経営開始から 3年未満になされる譲渡で，その土地面積が一定面積未満

のものについては上記の原則を適用しない旨が定められていた。本文の(iii)の改正は，

このうちの面積要件を削除したものであるo

白血 第2点にかかわる以上の一連の改正がもっ意義の詳細については，原田純孝「フラン

スの交換分合特別手続J(農政調査委員会『農地・農村整備に関する比較研究1農政調

査委員会. 1983年)159頁. 164頁以下のほか，原因純孝「フランスの土地利用調整制

度J(農業総合研究所『土地利用調整をめぐる課題と政策一一E 西欧の農地整備・土地

利用調整制度~ [農地政策特別研究会記録 2 J. 1990年2月)79頁以下参照。

(56) 以上については，原田，前掲「フランスの交換分合特別手続J157 -158頁. 164頁，

167頁参照。

4 青年農業者の自立促進政策と地域対応型の構造的諸施策の展開

次に，以上のような土地政策の展開方向と密接にかかわることがらとして，

青年農業者の目立助成・促進政策と地域対応型の構造的諸施策の内容をみてお

こう。前者が 1980年法による構造政策の方向づけの， まさに基軸としての位
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置を占めることはいうまでもないが，後者も，ひとつには，地理的なハンディ

キャップをもっ山岳および条件不利地域の特別援助施策の強化，およびいまひ

とつには，農村諸地域の均衡のとれた経済発展のための農村整備政策の推進方

策として， 80年法が打ち出した新しい構造政策の重要な特徴点をなしている

(前述 44頁および注目参照)0 3でみたような土地関係規定 ないし農地保

有・流動化政策一ーの実際の機能のあり方ι具体的にはそれらの諸施策の展

開と結び、っきつつ各地域において現実化してくるのである。

(1 ) 青年農業者の自立促進・助成政策の強化

1) 若干の沿革

冒頭でふれたように， この政策は， 1973年に， 当初は山岳地域およびその

他の困難を抱える一定の諸地域一一ー具体的には， I自然空間の維持・緬養に足

るだけの人口と農業活動の最低水準の維持が確保されない諸県」一ーを対象と

して導入されたc1月 4日のデクレ第 18号。なお，次の間参照)。それらの地

域において， 目立下限面積=SMI(前述59頁)以上の経営に初めて自立する

35才未満の成年の農業者で一定以上の職業的能力を有する者に，自立後の経

常・投資計l白iの提出その他の条件を課しながら， I青年農業者白Il.助成金J= 

DJA (dotation d巴sjeunes agricu1teurs)を交付することがその内容であり，

その目的は，上記の地域の定義づけからいっても，過疎化の進む脆弱な農村地

帯において IVD(離農終身補償金)の効果を補完しながら最低限の人口と農

業活動を維持することにあった(57)。

しかし，早くも 1976年には， この制度は， その目的を「円立に引き続く最

初の数年間の資金運用を容易にするため」と改めたうえ，フランス本土の全域

に適用されることになった(同年2月6日のデクレ第 129号)060年代から 70

年代の初めにかけて農業者として自立する青年の数が減少したこと，石油危機

後の失業問題(フランスでは，それはまず青年を中心に現われてくる)の深刻

化のなかで農業がもっ雇用確保の役割が再認識されたこと，青年農業者自身の

なかにも，従来よりももっと早い時期に自己の一人前の農業者としての地位を
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確立したいという要望が強まってきたこと叫などを背景として，“今後におけ

る農業の担い子の確保"という新たな目的がこの政策の前面に打ち出されてき

たのである。これとあわせて，自立する青年農業者向けの特別融資制度 中

心は， 期間 15年以下の中期の低利融資で， r青年農業者融資J=P1A (pr色ts

jeune agriculteur) と総称されるーーも一連の改正を受け， 上記の自立助成

制度と密接にリンクした制度として再整備されることになる O

のみならず， すでに述べたように，以上の動きと歩調をあわせる形で， イ)

IVDの需給要件のなかでも，自立する青年農業者への経営移譲を重視するこ

とが追加され(前述 66頁). ロ)SAFERが行う農地の再譲渡においても， 自

立する青年農業者に対するそれを相対的に優先する政策が採用されていった

(前述 82頁以下，前掲凶2参照)。ハ)後継者を早い時期に自立させるため父子

間で GAEC二共同経営農業集団を設立するという慣行がほぼこの時期 0974.

75年頃)から急速に普及していったことも，そうした事実と関連させて理解

することができる (59)。後継者の経営求継の際の土地負担を軽滅するための方

策としては，一足さきに GFAや長期賃貸借の制度の創設が行なわれていた

0970年)が， 上記の 1976年のデクレの登場によって， 青年農業者の自立促

進・助成政策が本格的な体制を整えることになったのである O

事実，そのとき以降，D1Aの交付件数は急速に増大していった(図 3参照)。

73年に一人当たり 25.000フランで出発した助成金の額も， 76年には， 山岳地

域で 45，000フラン， その他の条件不利地域で 30，000フラン， 一般の平坦地帯

で25.000フランに引き上げられた。 1976-78年頃では，初めて自立した 35

f未満の経営主(年平均で約 18.000人。兼業農業者二年平均約 2.700人を含

む)のうち 40%-50%程度の者がこの助成金を受けた(低利融資については，

この比率は 70%以上にのぼる) と推測されているが， 凶 3にみられるような

交付件数の漸増傾向を踏まえると， 1980年段階でのその割合は，さらに高く

なっていたはずである。地帯別では. 1980年の交付実績 (8.190件)中，山岳

地域が 18%. その他の条件不利地域が 19%，平坦地帯が 63%であったが，い

ずれにせよこの制度が，青年農業者の目立を促進するうえですでに重要な役割
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図 3 自立助成金=DJAの交付件数と支払額の推移 1)

資料:CNASEA， Rapport d' activitらー1989，juin 1990， p.15. 

注. 1) D]Aの交付は， 2年の期間をおいて 2回に分けて行なわれるが，このグ
ラフは， そのうちの第1回目の支払のみを各年ごとに集計したものである.
また，交付件数と支払額の推移のカーブが一致していないのは， DJAの基
準額の引上げによるものであること，いうまでもない.

を果たしていたことは明らかである。 35歳未満で新規に自立する農業経営主

の総数の増加傾向 (70年代前半の年平均1.6万人弱から， 70年代の後半には

1.8万人前後に増大したと推定されている) も， 戦後生まれの多人数世代の登

場ということのほかに，この制度の作用(とくに既存経営の後継者の自立年令

の引き下げ)に負うところが大きかったことは間違いない(60)。

2) 1980年法制定後の展開

1980年法は，前述したような問題認識に立って，この政策のいっそうの強

化・拡充を最優先課題のひとつとして掲げた。それに伴い，同法自体のなかで
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も. 3でみたような，その目的に沿った一連の重要な制度改正一一後継者の土

地負担軽減のための相続特例制度の改革，離農補償金の受給開始に伴って放出

される農地移動の方向づけの改正. SAFERによる再譲渡の相手方の選択基準

の改正. GFA制度の整備などーーが行なわれたが， 固有の意味での自立助成

政策，すなわち DJAの制度についても. 1981年と 84年に新たな整備・強化

が行なわれることになる。

すなわち. 81年の制度改正(3月 17日のデクレ第246号とそれを補完した

10月22日のデクレ第 957号)は，①助成候補者の経営の経済的諸条件をより

よく審査するために，詳細な「自立予測i調査」の事前の作成を義務づける，②

そのためにも 40時間の自立準備研修を義務づける，③DJA(助成金)と PJA

(特別融資)の手続とを連携させ， 自立時の資金需要に総合的に対応すること

を口I能にする，④地域の実情に応じた選別的性格を強める，⑤DJA受給後の

経営継続義務の期間を従来の 5年から 10年に延長する，などの制度整備を行

なった。また，⑥DJA受給者の経常の面積要件について従来の基準を再整備

し， 自立下限面積ニSMIの1-3倍の範囲内の経営で(ただし. SMIの4分

の3以上の面積があれば. 4年以内に SMIに達することを約束する場合でも

よいという特例がある).かっ，山岳地域以外では 80haを超えないこと，とし

ている。

そして， さらに 84年の改正(8月 8日のデクレ第 778号〉では，⑦DJA受

給者の最低年令を 18歳 0974年以来の成人年令)から 21歳に引き上げる，

⑧ 25歳未満の者の職業的能力基準を. I農業職業教育終了証書J=BEPA (中

等教育終了後2年間の農業教育を終えた者に付与される)または「農業職業証

明書J=BPA (通常の教育課程の終了後に一定期間の実務研修を受けて取得

する資格で. BEPAと同等とされる)相当の有資格者に引き上げる，などの

改正が加えられた。

他方， 助成金の額は， まず大統領選挙直前の 81年 1月にジスカアル・デス

タン大統領によって引き上げられたのち， 選挙後の同年7月， 翌82年の 7月

とミッテラン新大統領によって続いて増額され，山岳地域では 94.500-
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135，000フラン，その他の条件不利地域では 58，800-84，000フラン，平坦地帯

では 45，000-65，000フランというかなり高い水準となる。 82年の改定で基準

額に幅をもたせたのは. 81年の制度改正による選別性の強化という方針に

沿って，個別経営の実際の必要額に応じた助成金を交付するためである。困難

な財政事情が続いているなかでこのような助成金額の逐次の引き上げが行なわ

れたのは， この政策が，政権の性格のいかんを問わずいかに重要視されていた

かを示すものであろう。

なお， DJAの受給者は，従来から，原則として「主業的」農業者(その労

働時間の 50%以上を農業活動にあて，そこから職業的所得の 50%以上を得て

いる者。前述57頁)に限定されている(上記の 81年 1月のデクレ 3条 1項4

号および2項参照)が. 81年の制度改正で， 山岳地域においては一定の条件

(少なくとも 3haの面積をもっ. SMIの2分の l以上の経営で， その家族の農

外所得が最低賃金の 2倍以下であることなど)を満たす兼業農業者も受給資格

を認められることになった(同デクレ 9条)。この改正それ自体は，実際には

さしたる機能を果たしえなかった(それゆえ， 1988年に再度の改正がなされ

ることは別稿で述べる)が，そこに示された意図は，のちの(2)，(3)でみる問題

とも共通する 1980年法の新しい政策指向を反映するものとして，注意してお

く必要がある。

3) 新制度の適用と若干の評価

ところで，以上のような改正点を全体として眺めると，一方では助成金の額

を大幅に増額しつつも，他方では 山岳地域の特例は別として DJA受

給者の資格要件を厳格化し， この政策の選別的性格を強めていこうとする方向

がみてとれる。このこと(とくに後者の点)は，一見すると，青年農業者の自

立の促進を通じてできるだけ多数の家族農業経営を維持・確保しようとする

1980年法の政策目標とは矛盾する契機を含んでいるようにもみられよう。し

かし，公的資金によるこの直接的な援助施策を合理的なものとするためには，

《将来の存続可能性の乏しい経営者を助成金の交付によって一時的に自立させ

ることは，フランス農業のあるべき発展の基本線からいっても，むしろ避けら
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れるべきである》という， また別の政策判断が自ずから生じてきうることを考

えると， その「矛盾」の意味をここでとりたてて問題とする必要はほとんどな

い。実際， とくにわが国との対比でこの問題を考える場合には， <<フランスで

は，このような本格的な次代の担い手の確保・育成・支援施策が早い時期から

きわめて真剣に取り組まれてきた》という事実こそが，何よりも重要な意義を

もつのである。

のみならず， 前掲の図 3をみると， 1981年の制度改正以降， DJAの受給者

数は，減るどころか急増している。同年の制度改正は， それ自体としては， そ

の受給を望む青年農業者にとって必ずしも制約的なものではなかったわけであ

る。それに対して. 1984. 85. 86年にはちょうど逆の形で受給者数の顕著な減

少が生じており， そのうちの 85年以降の減少には， 例年の制度改正(年令お

よび職業的資格要件の引き上げ。

いたとみられる (61)。 しかし，

とくに前者)がやはり一定の影響を及ぼして

この時期の受給件数の減少には， さき同時に，

にもふれたような経済社会情勢のもとで，新規に自立しようとする青年農業者

の数それ自体が減少傾向を示していたことも作用していた(前述72頁および

注 42参照)。 また， 受給件数のボトムとなった 86年の数値も， 81年改正前の

受給者数と比べれば， その一貫した増加傾向の延長線上にあることに注意する

べきであろう O そしてそれに伴い，新規に日立する 35歳未満の農業者中に

DJAの受給者が占める比率は， 1983年には約80%，1986. 87年頃には 85%

以上へと上昇していったと推定されている佃)。

要するに，仮に 81年.84年の制度改正が， iより大きな職業的能力をもっ

青年の， よりよく準備された自立をこそ， いっそう強力に奨励・支援するこ

と」 を目的として(63)この政策の “選別的性格" を強めたとしても， この政策

が80年代を通じて， 質的にも量的にも， いっそう大きな役割を担っていった

ことには変わりはないのである。すでに述べたようにフランスでは， 青年農業

者の自立の大部分を占める「家族の枠内での自立」の場合(基本的には父から

の経営承継によるもので， DJA受給者のうちでも 85-90%を占める)(64)で

も相当の資金負担を必要とするが， この制度によってその資金負担は相当程度
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軽減された。 DJA受給者の自立時の平均年令も，かつての慣行におけるそれ

よりは大幅に引き下げられ， 80年代の半ばでは 25才前後となっている。

なお，地帯別の受給件数の割合は，別稿で詳しくみるように(同論文の表

13 -4参照)，山岳地域以外の条件不利地域(その正確な意義は次の(2)で述べ

る)での比率が多少増加していることを除けば， 80年代の半ばまでさほどの

変化を示していない。また，山岳地域について認められた兼業農業者による

DJAの受給は， 86年でも全件数の 0.1%でしかなく，ほとんど意味をもたな

い状態にとどまっていた。 この点では， 80年代前半の制度改正は， さしたる

効果をあげえなかったわけである。

注側 B. Garrouste， Aspects juridiques et institutionnels des aides a l' installation， 

in CNASEA， L'installation des agriculteurs， 1983， pp目 165-166. 

側 この点に関しては，すでに 1973年 7月13日の法律第 650号で，家族経営内の農業後

継者に，単なる「家族補助者J(aide farniliale)をこえた「経営協力者J(associe 

d'exploitation)という地位を保障しようとする措置がとられていたが， B.Garrouste， 

op. cit.， p. 144によれば， この制度は，その複雑さも手伝ってあまり活用されず，むし

ろ若い農業者のなかの， ((より早い時期に，端的に自立した農業者になりたしゅという

要求を大きく強めさせる結果をもたらしたという。

倒 この点の詳細は，原田純孝「フランスにおける GAECとEARLの最近の状況につい

てJ(食料・農業政策研究センター『協同農業研究会報』第 9号， 1989年)15頁以下参

照。

(日目 70年代後半のこの制度の適用実績の詳細については， A. Brisson， Les installations 

en Agriculture， in CNASEA， L'installation des agriculteurs， op. cit.， pp.25 et s.参

照。なお， この論文は， Irのびゆく農業J680号(1985年)に抄・編訳されている。そ

のほか，以上に関する邦文の資料として，是永東彦「フランスの農業構造変化と農地流

動化J(農業総合研究所『フランスとスペインの農業構造問題J，1987年)103頁以下。

削 CNASEA， Rapport d'activit長一 1985，juin 1986， p. 21. ibid.-1986， juin 1987， p. 28. 

目白 CNASEA， Annuaire Statistique 1983， p.1l5， et CNASEA， Le CNASEA-ses prin-

cipales activites， 1988， p.42. 

側 CANSEA，Rapport d' activites -1989， 1990， p目 13

側 CNASEA，Le CNASEA， op. cit.， p. 37. 

(2) 山岳地域および条件不利地域の特別援助施策の強化

1980年法の第 2条の第5項目に掲げられたこの施策は，第 1条に掲げる農



フランスの新「農業の方向づけの法律」と農業構造政策の再編 95 

村人口の安定，雇用の均衡と国土の調和のとれた整備・発展という目標を達成

するために， I山岳地域および条件不利地域または困難な諸地域において生存

可能な農業を維持・発展させ， それらの地域の農業にも， [フランス]農業に

対して要請されている努力に全面的に参加することを可能にさせること」を目

的とする。具体的には， I良質の農産物の生産の奨励，自然的なハンディ

キャップの減殺・代償措置，および，とくに兼業の形で行なわれる農業と非農

業的経済活動との補完関係の追求」や「施設整備，試験研究および開発の諸分

野における格段の努力」を通じて， Iそれらの地域の潜在的能力の省効活用」

を実現しようとするものであり， Iその必要に応じて法令の諸規定は， それら

の地域の特殊な状況に適応するように定められるもの」とされる(以上，引用

は第2条第 5項目による)。

1) 若干の沿革

このような山岳・条件不利地域等を対象とする特別施策は，さきにもふれた

ようにフランスでは， すでに 1972年から登場し， ときとともに強化されてき

ていた。すなわち，同年の 1月には，イ)IUJ岳地域J(zones de montagne) 

の農業機械化促進のための助成金の交付(同月 4日のデクレ第 14号)， ロ)同

じ地域の屑住用・経営用建物の改築・整備のための補助金額の引き上げ(同日

のデクレ第 15号。農事法典180集2項)， ハ)同じ地域の危険界域においで山

岳空間の維持と土壌の保全に寄与する主業的農業者に対しての特別の補償金の

交付(同月 4(:jのデクレ第 16号)，ニ)I山岳経済地域J(r egions d' ec-

onomie montagnarde. 山岳地域の周辺部を含むより広い地域である) にお

ける放牧的土地利用の発展のための特別措置(同月 3日のデクレ第 13号。 こ

の措置の内容はのちにふれる)などの一連の施策が打ち出された。また， 73 

年の 1月には，ホ)山岳地域とその他の一定の困難を抱える諸地域を対象に，

前述した青年農業者の目立助成政策が登場しさらに 74年の 2月には，へ)上

記のハ)の制度を山岳地域全体に一般化した「山岳特別補償金」ニISM(in-

demnit色specialemantagne)の制度が創設された(同月 20日のデクレ第

134号。これに伴い，上記のハ)は廃止)。この最後の制度は，山岳地域の芋.業
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的農業者(そのほとんどは畜産経営者である)に対する直接的所得援助として，

その経営が山岳空間の維持と土壌の保全に寄与していることを条件に，大家畜

単位=UGB当たり 200フランの補償金を 40UGBを限度として毎年支給する

ことを定めたもので，その後の山岳・条件不利地域に対する特別施策の直接の

先駆形態となる (65)。

つづいて 1975年には，フランスからの働きかけをもひとつの背景として，

ECの構造政策のレベルでも同様の地域対応の特別援助施策が採用され(周年

の理事会指令第 268号。「一般共通の構造的措置」ニmesuresstructurelles 

horizontalesの一部をなす)， フランスの政策の新たな発展を促した。すなわ

ち， この ECの決定は，①上記のような政策的援助措置を「山岳地域J(前出

注目参照)以外の「条件不利地域J(zones d efavorisees)一一すなわち，

「最低限の人口の維持と自然空間の保全のために農業活動の存在が必要な諸地

域J(後述する 1977年のデクレ第 1条) にも拡大することを可能にすると

ともに (66) ②その援助に要する経費 とくに上記へ)の IMSをも含めた

「代償的補償金JCindemnites compensatoires) の費用一ーの 25%をECの

構造基金 (iヨーロッパ農業指導・保証基金J=FEOGAの指導部門)からの

拠出によってまかなえるようにしたのである。それに伴い，フランスの従来の

諸施策は， i山岳および一定の条件不利地域の農業に関する 1977年6月3日の

デクレ」第 566号によって抜本的に再編・整備され，ここに，フランスの山

岳・条件不利地域政策の本格的な推進体制が確立されることになる O

その具体的な特徴としては，以下のような点をあげられよう。

まず第ーに，広い意味での「条件不利地域」の一部に位置づけ直された「山

岳地域」の要件が新たな観点からあらためて再定義されるとともに (2条。基

本的には自然的・地形的条件によって決定される)，自然的ハンディキャップ

に加えて社会的経済的諸条件も考慮される「条件不利地域」の指定要件が明定

され(3条)，後者はさらに， i山麓地域」と「その他の条件不利地域」とに区

分された (4条)。この新しい定義づけに基づく地域指定によると， 国土面積

に対する比率では「山岳地域」は 21%，i山岳地域」以外の「条件不利地域」
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は24%. また，全農用地に対する比率ではそれぞれ 14%と24%という広大

な範囲をカバーすることになる(数字は 1987年現在のもの)。

第2に，特別援助の中心をなす「恒常的な自然のハンディキャップの代償と

しての補償金J(直接的な所得援助) については. I山岳特別補償金」ニISM

に加えて. I山麓地域」を対象とする「山麓特別補償金J=ISPが創設された。

《その経営が山岳空間の維持と土壌の保全に寄与していること》という要件は

削除され(その要件は，地域指定自体のなかで満たされていると考えられたの

であろう). いずれの補償金も， 一定の条件を満たすすべての主業的農業者に

対し，飼料畑 1ha当たり 1UGB (大家畜単位)の範囲内で，かっ. 40 UGBを

限度として(アレテによる制限). 家畜の飼養頭数に比例して支払われる (8

~11 条)。その基準額は，アレテ(省令)によって別に定められるが，後者=

ISPより前者=ISMのほうが当然に高い。

なお. I主業的」農業者という要件に関しては，世帯の年間の非農業所得

(被課税所得)が「産業間一律最低賃金J=SMICの1.000時間分以下であれ

ばよいという読みかえ規定が当初から用意されていたが，補償金の受給資格者

をさらに拡大するために，早くも翌年には，この基準所得額の引き上げ(年間

最低賃金の 2分の l以下)と. I山岳地域」の一定の兼業農業者(世帯の年間

の非農業所得が SMICニ最低賃金の1.5倍以下)にも 10UGBまでの限度で

ISMを支給するという改正が行なわれている (78年 10月11日のデクレ第

1009号)。

第3に. 1974年2月20日の「農業経営の近代化に関するデクレ」第 129号

による各種の投資援助についても，条件不利地域(広義)のための種々の特

則・特例がこのデクレのなかに規定されている。 1974年のデクレは，経営の

「発展計画」を提出する主業的農業者の近代化投資への援助措置を定めた 1972

年の ECの決定(理事会指令第 159号)を受けて制定されたもので，それ自体

のなかでも山岳地域への特別の配慮は，ある程度施されていたが，その特例・

優遇措置の内容を，条件不利地域に対する特別援助施策という観点からあらた

めて再整備したのである。なお， この特例措置は. 1977年のデクレに定めら
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れた他の援助措置(飼料生産の改善・集約化のための集団的投資への援助な

ど)とともに，すべての条件不利地域に適用されるが，とくに山岳地域におけ

る農業の機械化に関しては. 1979年 3月22日のデクレ第268号によって特別

の補助金の支給制度も用意された。

1980年法は，こうして整備されてきた山岳・条件不利地域に対する特別施

策を構造政策の前面に押し出しさらに拡充・強化することを重点課題のひと

つとして掲げたのである。

2) 1980年法制定後の動き

それに伴う具体的な立法措置としては，①まず 1980年 9月15日のデクレ第

735号での改正によって，山岳地域と山麓地域以外の条件不利地域における

「牧羊業の自然のハンディキャップを減殺するためにJ.rその他条件不利地域

の代償的補償金」が導入された(1977年のデクレ 7条. 8条. 10条の 2)。

次いで，② 1983年には， 山岳特別補償金二ISMの受給資格者たりうる兼業

農業者の資格要件が大幅に緩和された(同年2月15日のデクレ第 103号によ

る77年のデクレの改正)。具体的には. r主業的」農業者とみなされうるため

の非農業所得の上限が SMIC=最低賃金の年額にまで引き上げられる(8条)

と同時に，その限度をこえる兼業農業者のための特例措置も. SMICの2倍以

下の非農業所得しかない者に対して 20UGB (大家畜単位)まで， というよう

に拡大されたのであるは条の 2)。この改正は. llJ岳地域では観光，手工業

等の兼業収入に依存しなければ農業経営と農家人口の維持自体がむずかしい

(事実， とくに「高度山岳地域」などでは兼業率も高Lゆという認識をつとに

表明したものとして，のちの政策展開の方向との関係でも注意しておく必要が

ある。

また，③ISMをはじめとする代償的補償金の額が 1980年以降著しく増大さ

れていったこと(その最近の水準は別稿参照).および. 1979年に創設された

「農村開発・整備省際基金J=FIDAR (前出注目参照)による資金供与が重

点的に山岳地域に振り向けられていったとされることなど(67)も，上述したよ

うな 80年法による方向づけの成果であろう。
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しかも，注意すべきことは， この時期における山岳・条件不利地域対策の整

備・拡充への努力は，単に以上のような立法措置にとどまるものではなかった

ことであるo というのは， 80年法の方向づけを受けて， 山岳地域の開発と保

護に関する総合的な政策を検討・立案するための省際聞の特別委員会が政府に

よって組織され，同地域をめぐるさまざまな問題と政策課題をまさに包括的に

洗い出す作業が 80年代の初頭に集中的に行なわれているからである。その検

討結果は， L1J岳地域に関する特別立法の草案を付して 1982年 12月の閣議に提

出されたのち，さらに各方面からの意見聴取とその後の吟味・検討とを経たう

えで， 83年 6月に， I山岳地域の開発と保護に関する}j向づけの法律J(案)の

制定と関連の諸制度・諸規定の全般的改正の提案という形で公表された(68)。

1985年 1月9日に成立するほぼ同名の法律は，この検討作業の延長上で制定

されたものにほかならないが，その内容は，構造政策の現段階へ向けての新し

い方向づけを含むものとして，別稿で取り扱うことにしたL、。

注聞 なお，ここにいう「山岳地域」とは，もともとは，農業経営主に対する社会保障給付

の資格要件につき同地域のそれを緩和・軽減するために農事法典の一般規定(第 1110

条)に基づいて設けられていた地域指定で， 74年にはその見直しも行なわれた (2月

初日のアレテ)が. 自然的・地形的条件に基づ、いて決定されるその範囲には， 自ずか

ら一定の限定があった。そこで，上記の諸施策のうちでも，ー)やホ)のようにその必

要が認められる場合には，当該施策の適用の地理的範囲を個別的に拡大する措置がとら

れていたわけである。ニ)の施策にいう「山岳経済地域」の定義(狭義の IllJ岳地域」
は，当然にそれに含まれる)については，別稿参照。

(的 なお. ECの「条件不利地域」の定義づけとフランスのそれとはまったく同ーのもの

ではない。 ECの指令におけるその定義づ、けの詳細については，原田， 前掲 IEC農政

の転換と農業社会構造政策の展開J(1) (前出注 5). または，同 IECおよびフランス

における農業・農用地の多面的利用方策の現況J(前出注 5)を参照せよ。

聞 この点は. Gパザン/是永訳「フランス山地農業の動向と農業政策の役害IJJcrのび

ゆく農業.J772号， 1989年 7月)16. 17， 21頁によるo

師団 Louis BESSON. Politique de developpement et de protection des zones de monta-

gne : rapport au Premier ministre . La Documentation Francaise . juin 1983 

(3) 農村整備政策

最後に， I提案理由」が第2の柱の第3番目 0980年法第2条の重点項目で
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は第6番目。前述参照)に掲げた「農村整備政策j (politique d' amenage. 

ment ruraI)の強化という問題を簡単にみておこう。

1) 政策の基本的目的

この政策は，国土整備 (amenagementdu territoire)の一環として， <<農

村空間 (espaceruraI)における多様な活動の均衡のとれた発展を助長し，農

村区域の雇用と人口を維持・増大させること》を目的とする(提案理由および

法 2条の第 6)。同時に. r国土資産 (patrimoine) の漏養， 自然の均衡の維

持， および植物と家畜の保存への農業者の参加を奨励することj (法2条の第

6 )もあげられてはいるが，自然環境の維持・保全という契機は，この段階で

はなお副次的なものにとどまっている。

そのことは，この政策を通じて達成するべき個別的な課題として 80年法の

72条2項に列挙されたことがらの内容からみても，明らかであろう。具体的

には. r農村部のすべての潜在的能力の開発の助長j. ["都市部と農村部との人

目的均衡の改善j，["非農業的諸活動との組織的共存のもとでの農業生産の維

持・発展j. r農村部の開発に役立つ多様な諸活動の均衡ある配置j. ["雇用に関

する諸要請への配慮j. rそれが経済活動の維持に不可欠な地域における兼業従

事の奨励j. ["過疎区域における公共的サービスの維持と適応Jなどである。要

するに，多様な経済的諸活動の導入と発展を通じて，山岳・条件不利地域を含

む遅れた農村諸地域の活性化を図ることがこの政策の基本的な狙いであったの

である。

2) 具体的諸制度の整備

したがって， その遂行にあたっては， ["とくに， 場合に応じて農地の保全を

図りながら， 社会共同体 Ccollectivite) にとって必要なさまざまな用途への

土地の充用を組織すること」が肝要になる(提案理由)。そのために 80年法は，

以下のような幾つかの新しい制度の整備を行なっている。

① 「農村整備全国指針」の制度化

上記のような諸課題の追求に際して土地利用秩序の混乱を招かないようにす
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るために，地方公共団体が行なう土地利用計画の策定に対し，その指針や基準

を定めることを目的とする。すなわち，農村部での開発・転用を認める土地利

用計画(都市計画文書)の作成または「都市計画全国規則J=RNUの適用(69)

にあたっては，関係の地方公共団体(とくに市町村)は，この「指針」に従っ

て，当該地方の具体的な諸状況と必要に対応した適切な土地利用区分の方向づ

けを定めなければならない (72条 3，4項)。提案理由によれば，各地域の

「農業構造指導スキームJC前述)の内容や農事土地整備の方針との連携・調整

のあり方も，この「指針」のなかで同時に明らかにされることが予定されてい

る。

② 「農地地図JCcarte des terres agricoles)の作成と関係諸機関の都市計

画への関与

前者すなわち「農地地図」は，各県ごとに作成される農地の現況図で，県内

の市町村で公示され，都市計画文書の作成や農地の顕著な減少をもたらす開発

事業の事前調査等の際には，それを参考にすることが義務づけられる。他方，

後者の点は，農地の顕著な減少や地区の農業経済に重大な影響をもたらす都市

計画とか開発・整備事業の決定に際して，あらかじめ農業関係諸機関(県の農

業局，農業会議所，農業構造委員会)の意見を聞くことを義務づけたものであ

る (73条， 74条)。いずれも， I農村整備Jのための諸事業の遂行が地域農業

にマイナスの影響を及ぼすことを抑止するためのものであることはいうまでも

なL、。

とれ以前にも農村部の市町村では，狭義の都市計画上の土地利用計画一一私

人に対する直接的な拘束力を有する「土地占用プランJ=POS がないと

きには，県の指導に基づく行政上の措置として「土地利用区分図J(carte com-

munale)を作成・公表し，前記の「都市計画全国規則」をそれに従って適用

することにより望ましい土地利用秩序を確保していく，という行政慣行が広く

行なわれていた。以上の①や②の制度改正により，そうした開発・土地利用転

換の規制措置の合理性と実効性もいっそう高められることになる (70)。

③ 「交換分合・整備事業J(remenbrement-amenagement)の創設 (76
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条→農事法典 19条の1)

これは，都市計画に基づく非農用地の開発・整備事業と農地の交換分合事業

とを同ーの手続のなかで同時に行なえるようにした新しい事業手法である。わ

が国の制度との類比でいえば， 《宅地はもとより公共施設， 活動区域用の 「保

留地」 Creserves fonci邑res) 等を創設換地の手法により， あらかじめ計画さ

れた土地利用区分に従って生み出すための，農地整備の特別事業手続》という

ことになる (事業施行の決定は，県知事のアレテによる)。

とくに注目されるのは，都市的・非農業的利用にあてられる部分の土地が，

事業医域内のすべての農地所有者からその所有面積に応じて均等の比率で減歩

提供されるべきものとされている点であろう。 そうすることにより， 一方では

開発・転用の利益を一部の農地所有者のみに帰属させることを防止する一一そ

れは， 同時に転用地価の不当な上昇の抑制にも寄与する一一一とともに，他方で

は，開発・転用による農地の減少が既存の農業経営に及ぼす影響を事業区域の

全農地の負担において分散・吸収することが可能となる。都市サイドの開発・

整備事業の施行に際しての農地整備事業(交換分合事業がその中心で、ある)の

このような活用の仕方は， フランスでは， とくに大規模な線的インフラストラ

クチャーの建設事業における交換分合特別手続などの形で早くから広く行なわ

れてきたものであった(7J)が， この新制度の創設により，同様の手法が宅地開

発のためにより一般的な形で利用できることになったのである。

この「交換分合・整備事業」は， 以上のようなその内容からして，都市近郊

における新規市街地の開発等にも利用可能なものである (実際にも， そのよう

な適用例は少なくない)が，立法者の意図では， 上述のような「農村整備」の

実現のための用地取得と土地利用調整の手法として機能させることに主要な狙

いがあったようである O その後におけるこの事業制度の整備・拡充が， さきに

ふれた 「山岳地域の開発と保護に関する 1985年 1月9日の法律」 で行なわれ

ること (詳細は別稿で述べる)も， そのことを示すものであろう。

なお， そのほか， さきにみた SAFERの機能の拡充の第2点も， 80年法の

体系のなかでは， まさに農村整備政策の具体的介入手段の整備という意義を
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もっていたことは，前述した通りである。

要するに，以上のことがらを，(1)およびとくに(2)でみた点ともあわせて総体

として眺めれば， 80年代後半の ECの構造政策に登場してくる「農村開発政

策J(Politique de 品 veloppementruraI)の政策思想(72)の原型が，すでにこ

の時期のフランスの構造政策のなかに存在していたことをみてとることができ

る。ただ，のちの「農村開発政策」の理念・発想の包括的・総合的性格やその

介入手法の具体性と比べると，この段階での政策指向は，未だ部分的ないし経

済主義的な対応という性格が強く，そのための具体的な介入手段の整備のあり

方も，なお限られたものにとどまっていたといえるo この点がその後において

どのような展開をみせていくかも， 80年代後半の時期を扱う別稿での検討課

題のひとつとなろう。

注側 この「都市計画全国規則J(R~glement national d' urbanisme)というのは，都市

計画法典の冒頭の部分に置かれた，土地利用に関する一連の基本規定であり，他に都市

計画上の具体的な土地利用プラン(私人に対する直接の拘束力をもっ土地利用規制計

画)がない限り，全国一律に適用される。そしてその「規則」の中には，さまざまな建

築・開発行為に対する規制と許可の基本原則が盛り込まれているので，特段の都市計画

=土地利用プランを策定していない農村部の市町村でも，この規則を直接適用すること

によって個々の建築行為や開発・士地利用転換行為を規制しコントロールすることがで

きる。その意味では，フランスでは，都市計画法典の規定に基づく所定の許司を得るこ

となしに個人が自由に開発・転用をなしうる土地は，農地をも含めて一切存在していな

いのである。

側 もっとも，その後の 1983年の都市計画法典の改正で， r計画なければ開発なし」とい

う一般原則 (1正確には「建築可能性の制限の原則」と呼ばれる)が「都市計画全国規

則」中に明示的に法定されたため，今日では，農村部の市町村でも「土地占用プラン」

二 POS-ないし「簡易の POSJーーを策定するところがかなり多くなっている。

。J) この点については，その事業への SAFERの関与のあり方との関連で，さきに簡単

に言及したが，その詳細は，前出注目所掲の拙稿を参照されたい。

間 ECレベルでのこの政策の詳細については， さしあたり.原因，前掲 IECおよびフ

ランスにおける農業・農用地の多面的利用方策の現況J(前出注 5)参照。
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5.むすびにかえて

以上でみてきたように， 1980年法とそれに引き続いて行なわれた一連の制

度改正は， 一方では， 過去 20年間の農業の発展を基礎づけた従来の政策路線

を引き継ぎつつも，他方では， 70年代半ば以降に顕在化してきた新しい問題

状況への総合的な対処を意図して，構造政策にかかわる各般の制度・施策に大

幅な改善・整備を施した。そこで示された新しい方向づけの内容や特徴は，す

でに詳細にみた通りであるが，その基本的な狙いは，要するに，フランス農業

の近代的発展という基本線はあくまで維持しつつも，新しい社会的経済的問題

状況に対処するため青年農業者の自立を規模拡大にも増して重視し，多様な地

域の実情に応じたその助成・促進を図ることにより，農村部に適正な数の家族

農業経営を確保し国土全体の均衡のとれた発展を図っていこうとすることに

あったといってよい。いわば，現段階のそれ(1の2)の③参照)につながる

ような政策方向がすでに打ち出されていたわけである。

そして，そのような政策意図は，単に狭義の青年農業者の自立促進・助成政

策や地域対応型の構造的諸施策の強化という点にみられるだけでなく，農地保

有・流動化政策に関するさまざまな制度と施策のなかにも明確に貰徹している。

その結果，その制度と施策の内容が従前のそれと比べると格段に具体化・詳細

化され，より精級に体系化されたものとなっていることは， 3で詳細にみた通

りである。 このような 80年代初頭の政策再編が， 総じてフランスの構造政策

を，その目的ないし内容の点でも，また多岐にわたる多彩な介入手段の制度的

仕組みの点でも，それまでの段階とは質的にひとつ異なった新しい発展段階に

到達させる意義をもったことは間違いがない。

しかし，こうしてひとたび再編されたフランスの構造政策は，本稿の冒頭で

ふれたように， 80年代の後半以降，再び新たな見直しと再整備の時期を経過

していくことになる。そこでは， 80年代初頭以来の問題意識も維持される一

方，その当時に必ずしも予想されていなかった社会的経済的諸条件の変化への
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対応が新たな課題として提示され，政策再編の内容とその射程距離は， 80年

代初頭のそれをもさらに上まわるものとなっていくであろう。本稿の考察を踏

まえたうえでその政策の見直し・再編過程と新たな構造政策の方向および内容

を検討することが，さきにふれた別稿(前出注7)の課題である。

C1992年 1月脱稿)

〔本稿は特別研究「産業構造再編段階における土地問題と農地政策の展開方

向に関する研究」の研究成果の一部である〕
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〔要 旨〕

フランスの新「農業の方向づけの法律」と農業構造政策の再編

-1980年代前半期—

原 田 純 孝

19 60年の 「農業の方向づけの法律」の制定を契機に始まったフランスの農業構造政策

は，70年代半ばからの一定の見直し・修正の動きを経て1980年の新「農業の方向づけ

の法律」(1980年法）によりひとたび再編されたが，80年代半ば以降には， 国内外の農

業情勢の新たな変化， EC 共通農業政策の改革の動向， EC 統合市場の実現の見通し等を

背景として， 再び大幅な見直しと再編・再整備を余儀なくされる。 今日までにほぼ確定

された新しい政策の方向づけの内容は， 60年段階とは大きく異なった諸要素を包含して

おり， そのなかには， わが国の農業と農政が直面する諸課題とも共通する要素が少なか

らず見出される。 本論文は， 現段階におけるフランスの構造政策の展開方向とその特徴

を解明する研究作業の一部として， まず70年代後半から80年代初頭の時期における政

策再編の意義と関係諸制度の内容を， 農地保有・流動化政策にかかわる事項を中心に考

察したものである（以上，1)。

まず2では， 1980年法による政策再編の基本的な狙いが， 一方では，
“

競争力のある

存続可能な家族農業経営の維持・育成を通じるフランス農業の近代的発展
”

という従来

からの基本路線を引き継ぎつつも， 他方では，70年代半ば以降の新たな諸問題に対処す

るため青年農業者の自立を規模拡大にも増して童視し， 多様な地域の実情に応じたその

助成・促進を図ることにより， 農村部に適正な数の家族農業経営を確保し国士全体の均

衡のとれた発展を図っていくことにあったことが確認される。 そのうえで3において，

個別の制度改正の内容と特徴が，70年代までの関係制度の発展過程を踏まえつつ， 分

析・検討される。 具体的には， 地価問題の内容と性格，「農地価格総覧」の制度の創設，

農業資産相続特例制度の抜本的改正，「農業経営構造コントロ ー ル」制度の創設， 離農

補償金制度の再編， 農事賃貸借• GFA• SAFER等の制度の改善などであり， それらの

諸制度のなかにも， 上記の政策意図が貫徹していることが指摘される。

次の4は， それらの諸制度の実際の機能とそれが機能する
“

場
”

の条件整備にかかわ

る施策として， 青年農業者の自立促進・助成政策， 山岳・条件不利地域の特別援助施策

および総合的な農村整備政策を， やはり従前の発展過程を踏まえて検討している。 これ

らの施策は，80年段階の構造政策の新たな要素を代表するものであり，80年代の後半

以降にはより大きな位置づけを与えられ， さらなる発展を遂げていくことになる。
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		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要

		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		不合格		適切なネスト






先頭に戻る
